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メールアドレスの登録は次のいずれかの方法によりお願いします。
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保険者等
（保険者団体を含む）へ

配信している情報
　レセプトデータおよび請求
関係帳票データがオンライン
請求システムからダウンロー
ド可能になったという情報

空メールによる登録方法 Web上の登録ページからの登録方法 
メールの宛先を右の２次元バーコードから読
み込み、空メールを送信します。
または、宛先欄に次のアドレスを直接入力し、
空メールを送信します。
空メールの送信先：toroku@mail.ssk.or.jp

アクセス先を右の２次元バーコードから読み
込み、ブラウザよりWebページにアクセス
し、登録するメールアドレスを入力します。
返信メールに記載されている登録フォームへ
アクセスし、必要な項目をご入力ください。

医療機関等
（診療担当者団体を含む）へ

配信している情報
　返戻レセプトデータ、増減点
連絡書データおよび振込額明細
データ等がオンライン請求シス
テムからダウンロード可能にな
ったという情報

　ドメイン指定受信等を設定されている場
合、返信メールが届かない場合がありま
す。

「ssk@mail.ssk.or.jp」からのメールを受信できる
ように設定する必要があります。

　配信されているメールに掲載されている 
「登録内容の変更」でメールアドレスの
変更はできません。

お手数ですが、現在登録しているアドレスを配信
停止手続き後に、変更後のアドレスを新規登録願
います。　

　メールマガジンに掲載のリンク先は、支
払基金ホームページ（https://www.ssk.
or.jp/）へ移行するよう設定しているた

め安全です。
（※診療報酬情報提供サービスについては、厚生労働省が運用する
ホームページ（http://www.iryohoken.go.jp/）をご案内しています。）

　登録された情報は厳正に管理し、IP制限
や、二要素認証機能などのアクセス制御
機能を付加することにより、不正アクセ

スを遮断し、情報漏えいのリスクから守っていま
す。　

保険者・医療機関等共通の配信情報
①オンライン請求システム等に障害が発生

した場合の緊急連絡
②電子レセプトの記録条件仕様、レセ電の

基本マスターおよび電子点数表が更新さ
れたという情報

③厚生労働省から連絡文書（疑義解釈、保
険適用等）が発出されたという情報

登録方法

Q&A（よくあるお問い合わせ）

支払基金メールマガジンに
関するお問い合わせ先

支払基金メールマガジンでは以下の情報をインターネットメールで提供しています。

A1

A3

A2

A4

支払基金

支払基金メールマガジンのご案内 もう登録は
お済みですか？

Q1
登録メールを
送信したのですが、
返信メールが届きません。

Q3
登録するメールアドレス等の
情報漏えいが心配です。 Q4

メールマガジンに掲載してある
リンク先は安全ですか。

Q2
登録しているメールアドレスを
変更できますか。



不動沢橋（福島県）
表紙イラスト　永吉 秀司

日本初の山岳道路である磐梯吾妻ス
カイラインの不動沢橋。
かつてイワツバメが飛び交っていた
ことからその名がついたといわれる

「つばくろ谷」に架かる道路橋で、
長さ170ｍ、谷底からの高さは約80ｍ
あります。
橋上からは福島盆地が見渡せ、紅葉
の絶景スポットとして知られます。
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血
液
が
ん
は
、
造
血
細
胞
（
血
液
細
胞
）
の

腫
瘍
化
（
が
ん
化
）
に
よ
り
惹
起
さ
れ
る
疾
患

群
で
、
造
血
器
腫
瘍
と
呼
ば
れ
、
白
血
病
、
悪

性
リ
ン
パ
腫
、
多
発
性
骨
髄
腫
に
大
き
く
分
け

ら
れ
ま
す
。
年
間
の
罹
患
数
は
白
血
病
1
万

4
1
0
0
人
、
悪
性
リ
ン
パ
腫
3
万
5
7
0
0

人
、
多
発
性
骨
髄
腫
8
2
0
0
人
、
死
亡
数
は

そ
れ
ぞ
れ
8
7
0
0
人
、
1
万
3
2
0
0
人
、

4
4
0
0
人
と
報
告
（
2
0
2
0
年
予
測
）
さ

れ
て
お
り
、
毎
年
5
万
8
0
0
0
人
が
発
症
し

2
万
6
3
0
0
人
が
死
亡
す
る
（
致
死
率
45
・

3
%
）
難
治
性
疾
患
で
す
。
し
か
し
、
最
近
の

医
学
の
進
歩
で
腫
瘍
化
細
胞
の
分
子
生
物
学
的

理
解
が
深
ま
り
、
診
断
技
術
の
向
上
と
有
効
な

治
療
法
の
開
発
に
よ
り
、
長
期
予
後
の
改
善
が

著
し
い
疾
患
が
含
ま
れ
た
た
め
、
造
血
器
腫
瘍

全
体
の
予
後
は
改
善
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
本
稿

で
は
日
常
診
療
で
遭
遇
す
る
代
表
的
な
血
液
が

ん
に
つ
い
て
概
説
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ⅰ  

血
液
が
ん
の
診
断　

　

造
血
器
腫
瘍
は
W
H
O
分
類
（
2
0
1
7

年
）
が
用
い
ら
れ
、
腫
瘍
化
す
る
細
胞
起
源
に

基
づ
き
細
か
く
分
類
（
多
く
の
病
型
や
サ
ブ
タ

イ
プ
に
分
類
）
さ
れ
て
い
ま
す
。
末
梢
血
液
や

骨
髄
あ
る
い
は
浸
潤
臓
器
（
リ
ン
パ
節
な
ど
）

か
ら
検
体
を
採
取
し
、
形
態
学
的
検
査
、
染
色

体
検
査
、
造
血
器
腫
瘍
細
胞
抗
原
検
査
、
造
血

器
腫
瘍
遺
伝
子
検
査
等
を
駆
使
し
て
、
正
し
く

病
型
を
診
断
し
ま
す
。
血
液
が
ん
に
関
連
す
る

症
状
は
治
療
選
択
や
予
後
予
測
に
重
要
で
、
生

理
検
査（
E
C
G
な
ど
）、画
像
検
査
な
ど
全
身

の
検
索
を
必
要
と
し
ま
す
。

　
白
血
病
は
無
治
療
で
の
病
悩
期
間
が
週
か
ら

月
単
位
の
「
急
性
白
血
病
」
と
、
年
の
単
位
の

「
慢
性
白
血
病
」
に
分
け
、
腫
瘍
化
す
る
細
胞

で
骨
髄
球
系
細
胞
と
リ
ン
パ
系
細
胞
に
分
け
て

捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
急
性
骨
髄
性
白
血

病
（
A
M
L
）、
急
性
リ
ン
パ
芽
球
性
白
血
病

（
A
L
L
）、
慢
性
骨
髄
性
白
血
病
（
C
M
L
）、

そ
し
て
慢
性
リ
ン
パ
性
白
血
病
（
C
L
L
）
で

す
。
さ
ら
に
、真
性
多
血
症
（
P
V
）、本
態
性

血
小
板
血
症
（
E
T
）、
骨
髄
線
維
症
（
M
F
）

な
ど
の
骨
髄
増
殖
性
腫
瘍
（
M
P
N
）
や
骨
髄

異
形
成
症
候
群
（
M
D
S
）
が
、
白
血
病
の
類

縁
疾
患
に
加
わ
り
ま
す
。

　
悪
性
リ
ン
パ
腫
は
、
組
織
学
的
に
ホ
ジ
キ
ン

リ
ン
パ
腫
（
H
L
）
と
非
ホ
ジ
キ
ン
リ
ン
パ
腫

（
N
H
L
）
に
大
別
さ
れ
ま
す
が
、
大
半
が

N
H
L
で
、
本
邦
の
H
L
の
頻
度
は
5
〜
10
％

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
腫
瘍
化
し
た
細
胞
の
起
源

か
ら
、
N
H
L
は
成
熟
B
細
胞
腫
瘍
（
B
‐
N

H
L
）
と
成
熟
T
細
胞
（
N
K
細
胞
）
腫
瘍

（
T
‐
N
H
L
）
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
多
数

の
病
型
（
サ
ブ
タ
イ
プ
）
に
分
類
さ
れ
て
い
ま

す
。
病
型
分
類
の
ほ
か
に
、
無
治
療
で
疾
患
の

進
行
が
年
単
位
の
「
低
悪
性
度
ま
た
は
イ
ン
ド

レ
ン
ト
」、
月
単
位
の
「
中
悪
性
度
ま
た
は
ア

グ
レ
ッ
シ
ブ
」、
週
単
位
の
「
高
度
悪
性
度
ま

た
は
高
度
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
」
と
す
る
臨
床
的
分

類
も
用
い
ら
れ
ま
す
。
病
変
の
広
が
り
は
治
療

選
択
や
予
後
予
測
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
た

め
、病
期
（
I
〜
Ⅳ
）
を
正
確
に
把
握
す
る
こ

と
が
重
要
で
す
。

　
多
発
性
骨
髄
腫
（
M
M
）
は
、
B
細
胞
が
成

熟
し
た
形
質
細
胞
の
腫
瘍
性
疾
患
で
す
の
で
、

W
H
O
分
類
で
は
悪
性
リ
ン
パ
腫
と
同
じ
く
リ

ン
パ
系
腫
瘍
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
形
質
細

胞
の
腫
瘍
性
増
殖
と
腫
瘍
細
胞
が
産
出
す
る
単

ク
ロ
ー
ナ
ル
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
（
M
蛋
白
）
の

血
清
や
尿
中
で
の
増
加
を
特
徴
と
し
て
い
ま
す
。

血
液
検
査
（
血
清
）
や
尿
検
査
で
増
加
ま
た
は

減
少
し
て
い
る
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
（
Ⅰ
ｇ
G
、

Ⅰｇ
A
な
ど
）
と
、
骨
髄
中
の
腫
瘍
化
細
胞
の

検
出
で
診
断
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
臓
器
障
害

（
高
カ
ル
シ
ウ
ム
血
症
、
骨
病
変
、
腎
不
全
、
貧

血
）
を
正
確
に
把
握
し
、
無
症
候
性
（
く
す
ぶ

り
型
）
M
M
は
無
治
療
経
過
観
察
が
原
則
で
、

症
候
性
M
M
と
診
断
さ
れ
れ
ば
、
全
身
性
化
学

療
法
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

Ⅱ  

血
液
が
ん
の
治
療

1　
白
血
病
と
類
縁
疾
患
（
表
1
）

　
白
血
病
の
治
療
で
は
、
白
血
病
細
胞
を
標
的

と
す
る
薬
物
療
法
や
同
種
造
血
幹
細
胞
移
植
療

法
（
同
種
移
植
療
法
）
と
、
白
血
病
関
連
症
状

や
治
療
に
伴
う
副
作
用
・
合
併
症
へ
の
対
症
療

法（
感
染
症
に
対
す
る
抗
菌
薬
、輸
血
療
法
等
）

が
施
行
さ
れ
ま
す
。

　
A
M
L
と
A
L
L
の
急
性
白
血
病
で
は
、
強

力
な
併
用
化
学
療
法
に
よ
る
寛
解
導
入
療
法
で

白
血
病
細
胞
を
除
去
し
て
正
常
な
造
血
機
能
を

回
復
さ
せ
（
こ
れ
を
完
全
寛
解
と
呼
び
ま
す
）、

完
全
寛
解
を
持
続
さ
せ
る
た
め
に
同
様
の
併
用

化
学
療
法
で
寛
解
後
療
法
（
地
固
め
療
法
や
維

持
療
法
）
が
行
わ
れ
ま
す
。
予
後
不
良
の
白
血

東京慈恵会医科大学客員教授
同附属第三病院腫瘍・血液内科客員診療医長

血液がんの
最近の治療戦略について
薄井 紀子
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病
で
は
、
地
固
め
療
法
で
同
種
移
植
が
選
択
さ

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
A
M
L
の
一
病
型
の
急
性
前
骨
髄
球
性
白
血

病（
A
P
L
）は
、染
色
体
転
座
t（15;17

）由

来
の
P
M
L
‐
R
A
R
A
キ
メ
ラ
蛋
白
に
対
す

る
全
ト
ラ
ン
ス
型
レ
チ
ノ
イ
ン
酸
（
A
T
R
A
）

と
亜
ヒ
酸
が
臨
床
応
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

治
療
成
績
が
著
明
に
向
上
し
て
い
ま
す
。
他
の

Ａ
M
L
と
は
別
メ
ニ
ュ
ー
で
治
療
が
行
わ
れ
、

治
癒
可
能
な
急
性
白
血
病
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
A
L
L
の
一
亜
型
の
染
色
体
t
（9;22
）

‐
B
C
R
‐
A
B
L
1
融
合
遺
伝
子
を
有
す
る

P
h
陽
性
A
L
L
は
、
従
来
は
予
後
不
良
で
し

た
が
、
後
述
す
る
C
M
L
で
使
用
す
る
キ
ナ
ー

ゼ
阻
害
薬
を
含
む
併
用
化
学
療
法
で
優
れ
た
好

成
績
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
他
の
A
L
L

と
区
別
し
て
治
療
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
C
M
L
は
、
腫
瘍
化
の
原
因
と
な
る
B
C
R

‐
A
B
L
1
融
合
遺
伝
子
を
標
的
と
す
る

B
C
R
‐
A
B
L
1
チ
ロ
シ
ン
キ
ナ
ー
ゼ
阻
害

薬
（
T
K
I
）
が
臨
床
応
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
治
療
方
法
・
予
後
が
一
変
し
て
い
ま
す
。

イ
マ
チ
ニ
ブ
な
ど
T
K
I
薬
の
内
服
治
療
で

C
M
L
は
長
期
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
白
血

病
と
な
り
ま
し
た
。

　
C
L
L
は
日
本
人
に
は
少
な
い
白
血
病
で
す
。

腫
瘍
化
細
胞
が
B
‐
N
H
L
の
小
リ
ン
パ
球
性

リ
ン
パ
腫
（
S
L
L
）
と
同
一
で
あ
り
、
緩
徐

な
経
過
を
と
り
、
貧
血
や
血
小
板
減
少
、
リ
ン

パ
節
や
脾
臓
の
腫
大
で
症
状
が
出
る
ま
で
治
療

を
控
え
、
無
症
状
（
白
血
球
増
加
以
外
）
は
経

過
観
察
し
ま
す
。
臨
床
症
状
か
ら
治
療
が
必
要

と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
悪
性
リ
ン
パ
腫
に
準
じ
た

治
療
法
が
選
択
さ
れ
ま
す
が
、
最
近
は
B
細
胞

を
標
的
と
し
て
特
異
的
な
抗
腫
瘍
効
果
を
有
す

る
ブ
ル
ト
ン
型
キ
ナ
ー
ゼ
（
B
T
K
）
阻
害
薬

が
初
回
治
療
か
ら
使
用
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　
骨
髄
増
殖
性
腫
瘍
（
M
P
N
）
や
骨
髄
異
形

成
症
候
群
（
M
D
S
）
に
対
す
る
標
準
的
治
療

法
は
未
確
立
で
す
が
、
腫
瘍
化
細
胞
に
特
有
の

分
子
を
標
的
と
し
た
薬
剤
の
使
用
を
含
め
、
表

1
に
示
し
た
治
療
法
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
2　
代
表
的
な
悪
性
リ
ン
パ
腫
の
治
療

　
　
（
表
2
）

　
悪
性
リ
ン
パ
腫
は
、
リ
ン
パ
系
腫
瘍
に
有
効

な
薬
物
療
法
、
放
射
線
療
法
、
そ
し
て
同
種
移

植
あ
る
い
は
自
家
末
梢
血
幹
細
胞
移
植
療
法

（
自
家
移
植
）
と
、
リ
ン
パ
腫
関
連
症
状
や
治
療

の
副
作
用
・
合
併
症
に
対
す
る
治
療
が
施
行
さ

れ
ま
す
。

　
H
L
は
、
ア
ド
リ
ア
マ
イ
シ
ン
（
A
）
+
ブ

レ
オ
マ
イ
シ
ン
（
B
）
+
ビ
ン
ブ
ラ
ス
チ
ン

（
V
）+
ダ
ウ
ノ
ル
ビ
シ
ン
（
D
）
の
併
用
化
学

療
法
（
A
B
V
D
療
法
）
が
長
期
に
わ
た
り
標

傷病名 治療方針 主に用いられる抗腫瘍薬
（保険適用される薬剤）

Ⅰ. 白血病（Leukemia）

急性骨髄性白血病
（AML）

＊初回治療：骨髄抑制を伴う強力な抗腫瘍薬（抗白血病薬）の
併用化学療法による寛解導入療法と、寛解（CR）後の地固め
療法が施行される。難治性では同種造血細胞移植療法（同種移
植療法）の選択肢あり。
＊再発・難治性：種々の救援化学療法 + 移植療法や新規抗体
薬や分子標的薬が選択される。疾患に合併する症状（感染症、
出血など）に対応する支持療法が併用される。治療効果・再発・
病気進行の判定に WT-1mRNA 検査が有用。

急性白血病の適応薬（ダウノマイシン、
イダマイシン、キロサイド、ノバントロ
ン、アクラシノン、ラステッド/ ベプシド、
サンラビン、オンコビン、フィルデシン、
メソトレキセート、プレドニン、ロイケリ
ン）、マイロターグ（CD33 陽性）、ゾス
パタやヴァンフリタ（FLT3 陽性）など

急性前骨髄球性
白血病（APL）

＊初回治療：他の AML とは区別されて治療。APL 細胞の病因
となる PMR-RARA 融合遺伝子由来の蛋白を標的とする全トラ
ンス型レチノイン酸（ATRA）±併用化学療法による寛解導入療
法・地固め療法・維持療法が施行される。特に出血性合併症（DIC
など）に対する支持療法が重要。
＊再発・難治性：タミパロテン、亜ヒ酸、抗 CD33 抗体抱合薬
を含む治療。自家あるいは同種移植療法の選択肢あり。

ベサノイド、タミパロテン、トリセノック
ス、マイロターグ、急性白血病の適応
薬　など

急性リンパ芽球性
白血病 （ALL）

＊初回治療：AML と同様の治療方針。Ph 染色体陰性（Ph-）
か陽 性（Ph+）で 治 療 選 択が 異なり、Ph+ALLでは、BCR-
ABL1チロシンキナーゼ阻害薬（TKI）併用化学療法が選択される。
思春期・若年成人 Ph-ALL は小児プロトコール治療を選択する。
地固め療法で同種移植療法の選択肢あり。
＊再発・難治性：種々の救援化学療法 + 移植療法新規抗体薬

（CD19 陽性や CD22 陽性）の選択肢あり。

急性白血病の適応薬に加えて、エンド
キサン、ロイナーゼ、Ph 陽性 ALLで
TKI 阻害薬（グリベック、スプリセル、
アイクルシグ）、CD22 陽性 ALLでベ
スポンサ、CD19 陽性 ALLでブリナツ
モマブやキムリア（CAR-T 療法 L）な
ど

慢性骨髄性白血病
（CML）

＊慢性期 CML（CP-CML）は、BCR-ABL1-TKI 薬連日経口投
与を選択し、白血病細胞を可能な限り低減し、至適奏効を得て、
治療を継続する。
＊進行期の移行期 CML（AP-CML）や急性期 CML（BP-CML）
では、TKI 単独もしくは急性白血病に準じた化学療法を選択し、
可能な限り同種移植療法を行う。　Major BCR-ABL1（mRNA
定量（国際標準値））検査が治療効果・病気進行の判定に有用
である。

TKI 阻害薬（グリベック、タシグナ、ス
プリセル、ボシュリフ、アイクルシグ）、
インターフェロンα製剤、ハイドレア　
など

慢性リンパ性
白血病（CLL）

＊経過が緩徐（インドレント）な腫瘍であるため、進行が明らか
な場合に、抗腫瘍薬の治療を開始する。BTK 阻害薬（イブルチ
ニブ）や悪性リンパ腫に対する治療を選択する。この白血病は
低悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫の小リンパ球性リンパ腫
と組織的に同じ腫瘍である。

トレアキシン、イムブルビカ、リツキサン、
アーゼラ、ベネクレスタ、非ホジキンリ
ンパ腫の治療薬　など

Ⅱ. 骨髄増殖性腫瘍（Myeloproliferative neoplasms: MPN）

真性多血症
 （PV）

＊治療目標は血栓症や出血の予防であり、瀉血、低用量アスピ
リン、化学療法を選択する。JAK2V617F 変異遺伝子の関与が
あることから、JAK1/JAK2 阻害薬の選択肢あり。骨髄線維症
や AML に進行することがある。

ハイドレア、ジャカビ　など

本態性血小板血症
（ET）

＊長期の経過観察で治療の時期を適切に判断する。治療目標は
血栓症や出血の予防であり、高リスク群には、低用量アスピリン、
化学療法を選択する。骨髄線維症やAMLに進行することがある。

ハイドレア、アグリリン　など

原発性骨髄線維症
（PMF）

＊根治が望める治療は同種移植療法であり、適切なドナーが存
在する高リスク若年者で選択される。ただし、移植関連死亡は 3
〜 4 割。移植以外の選択肢は JAK2V617F 変異遺伝子の関与
があることから、JAK1/JAK2 阻害薬治療。

ステロイド、ハイドレア、ジャカビ　など

Ⅲ . 骨髄異形成症候群 （Myelodysplastic syndromes: MDS）

低リスク MDS

＊不応性貧血、鉄芽球性貧血などが含まれる。臨床症状があれ
ば治療の対象となる。免疫抑制療法、サイトカイン療法（エリス
ロポエチン製剤、G-CSF 製剤）、タンパク同化ステロイド療法、
重度の貧血に対する輸血療法、あるいは分子標的薬が選択され
る。

5 番染色体長腕部欠失を伴う MDS は
レブラミド

高リスク MDS

＊可能ならば同種移植療法が選択され、薬物療法の選択もあり。
＊AMLへの進行リスクが高く、AML と診断されれば、AML の
治療を行う。
＊血球減少（貧血や血小板減少）に対する輸血療法を適宜行う。

ビダーザ、AML 治療薬　など

表１●白血病と類縁疾患に対する治療法の概略

赤字は分子標的薬・抗体薬・免疫調節薬
日本血液学会造血器腫瘍診療ガイドライン2018年補訂版(2020年4月）参考に著者作成
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準
的
治
療
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
は
、
H
L

細
胞
が
有
す
る
Ｃ
Ｄ
30
抗
原
を
標
的
と
し
た
Ｃ

Ｄ
30
抗
体
抱
合
薬
の
ブ
レ
ン
ツ
キ
シ
マ
ブ
ベ
ド

チ
ン
（
B
v
）
が
開
発
さ
れ
、
B
と
V
に
代

わ
っ
て
併
用
療
法
に
組
み
込
ま
れ
（
A
B
v
D

療
法
）、
そ
の
有
用
性
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
非
ホ
ジ
キ
ン
リ
ン
パ
腫
（
N
H
L
）
の
う
ち
、

B
‐
N
H
L
で
は
、
B
細
胞
に
表
出
さ
れ
る
Ｃ

Ｄ
20
抗
原
を
標
的
と
し
た
抗
体
薬
の
リ
ツ
キ
シ

マ
ブ（
R
）が
併
用
化
学
療
法
に
導
入
さ
れ
、
治

療
成
績
が
向
上
し
て
い
ま
す
。

　
成
熟
B
細
胞
腫
瘍
（
B
‐
N
H
L
）
は
多
数

の
サ
ブ
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
が
、
発
症
頻
度
が

高
く
、
代
表
的
な
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
B
‐
N
H
L

の
び
ま
ん
性
大
細
胞
型
B
細
胞
リ
ン
パ
腫

（
D
L
B
C
L
）
に
対
し
て
は
、
シ
ク
ロ
フ
ォ
ス

フ
ァ
ミ
ド
+
ア
ド
リ
ア
マ
イ
シ
ン
+
ビ
ン
ク
リ

ス
チ
ン
+
プ
レ
ド
ニ
ゾ
ロ
ン（
C
H
O
P
）
に
R

を
加
え
た
R
‐
C
H
O
P
療
法
が
標
準
的
治
療

法
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
イ
ン
ド
レ
ン
ト
B
‐
N
H
L
を
代
表
す
る
濾

胞
性
リ
ン
パ
腫
（
F
L
）
は
、
比
較
的
緩
徐
な

経
過
を
取
り
ま
す
が
、
R
併
用
化
学
療
法
で

C
R
が
得
ら
れ
て
も
再
発
す
る
こ
と
が
多
く
、

二
次
・
三
次
治
療
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
多
数
の
B
‐
N
H
L
が
あ
り
、

D
L
B
C
L
と
F
L
に
準
じ
た
治
療
が
行
わ
れ

ま
す
が
、
標
準
的
治
療
法
は
確
立
し
て
お
ら
ず
、

新
規
薬
剤
の
開
発
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
T
細
胞
性
リ
ン
パ
腫
（
T
‐
N
H
L
）
も
多

数
の
サ
ブ
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
が
、
頻
度
の
高

い
末
梢
性
T
細
胞
性
リ
ン
パ
腫
（
P
T
C
L
）

で
は
、
上
述
の
C
H
O
P
療
法
あ
る
い
は
類
似

の
併
用
療
法
が
初
回
治
療
で
施
行
さ
れ
ま
す
が
、

標
準
的
治
療
法
は
未
確
立
で
す
。
最
近
は
T
細

胞
の
有
す
る
特
徴
的
性
質
を
標
的
と
す
る
薬
剤

の
開
発
が
精
力
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
本
邦
で
多
発
す
る
T
‐
N
H
L
の
代
表
が
成

人
T
細
胞
白
血
病
・
リ
ン
パ
腫
（
A
T
L
L
）

で
す
。
九
州
・
沖
縄
地
方
な
ど
西
日
本
に
多
発

し
、
1
9
7
7
年
に
日
本
の
医
学
者
（
高
月
清

先
生
ら
）
に
よ
り
提
唱
さ
れ
、
1
9
8
0
年
代

に
原
因
ウ
イ
ル
ス
と
し
て
ヒ
ト
T
細
胞
白
血
病

ウ
イ
ル
ス
（
H
T
L
V
‐
1
）
が
発
見
さ
れ
て

い
ま
す
。
く
す
ぶ
り
型
、
慢
性
型
、
リ
ン
パ
腫

型
、
急
性
型
（
白
血
病
化
）
の
4
つ
の
臨
床
病

型
に
分
類
さ
れ
、
く
す
ぶ
り
型
/
予
後
不
良
因

子
の
な
い
慢
性
型
（
イ
ン
ド
レ
ン
ト
A
T
L
L
）

は
無
治
療
経
過
観
察
と
し
、
リ
ン
パ
腫
型
/
急

性
型
/
予
後
不
良
因
子
を
有
す
る
慢
性
型
（
ア

グ
レ
ッ
シ
ブ
A
T
L
L
）
は
多
剤
併
用
化
学
療

法
が
選
択
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
化
学
療
法
単
独

の
予
後
は
極
め
て
不
良
で
、
可
能
な
ら
ば
同
種

移
植
療
法
が
追
加
さ
れ
ま
す
。
A
T
L
L
細
胞

で
発
現
し
て
い
る
ケ
モ
カ
イ
ン
受
容
体
の

C
C
R
4
を
標
的
と
す
る
ヒ
ト
化
抗
C
C
R
4

抗
体
薬
（
モ
ガ
ム
リ
ズ
マ
ブ
）
が
本
邦
で
開
発

さ
れ
、
本
剤
+
多
剤
併
用
化
学
療
法
が
高
い
有

効
性
が
得
ら
れ
、
治
療
成
績
の
改
善
が
見
込
ま

れ
て
い
ま
す
。

3　

多
発
性
骨
髄
腫
と
類
縁
疾
患
の
治
療

　

   （
表
3
）

　
近
年
、
多
発
性
骨
髄
腫
（
M
M
）
に
有
効
な

薬
剤
と
し
て
、
プ
ロ
テ
ア
ソ
ー
ム
阻
害
薬
、
免

疫
調
節
薬
、
M
M
細
胞
が
有
す
る
Ｃ
Ｄ
38
抗
原

や
S
L
A
M
7
抗
原
を
標
的
と
す
る
抗
体
薬
等

が
多
数
開
発
さ
れ
、
治
療
法
が
一
変
し
、
治
療

成
績
は
著
明
に
改
善
し
て
い
ま
す
。
自
家
移
植

併
用
大
量
化
学
療
法
の
適
応
と
な
る
65
歳
未
満

の
移
植
適
応
患
者
と
、
65
歳
以
上
や
重
要
臓
器

の
障
害
の
た
め
に
自
家
移
植
の
適
応
と
な
ら
な

い
非
移
植
適
応
患
者
に
よ
り
、
異
な
る
治
療
戦

略
が
選
択
さ
れ
ま
す
。
M
M
に
対
し
て
は
こ
こ

数
年
来
新
薬
の
承
認
や
適
応
拡
大
が
続
き
、
治

療
方
針
の
改
良
は
ま
だ
ま
だ
続
き
そ
う
で
す
。

傷病名 治療方法 主に用いられる抗腫瘍薬
（保険適用される薬剤）

Ⅰ. ホジキンリンパ腫（Hodgkin lymphoma: HL）
＊初回治療：併用化学療法（ABVD療法
など）単独、または病変部限局放射線療
法（IFRT）との併用療法が選択される。
＊再発・難治性：若年者再発HLでは、
救援化学療法が奏効すれば自家移植併
用大量化学療法が推奨される。＊CD30
陽性HLに対しては、初回より抗CD30
抗体抱合薬の選択が可能。再発・難治
性HLに対しては抗PD-1抗体療法の有
効性も高い。

悪性リンパ腫に適応のあ
る薬剤（アドリアシン、オ
ンコビン、エクザール、ブ
レオ、エンドキサン、プロ
カルバジン、ベプシド/ラ
ステッド、ステロイド、ニ
ドラン、サイメリン）に加
えて、ダカルバジン、アド
セトリス、オプジーボ、キ
イトルーダ　など

Ⅱ. 非ホジキンリンパ腫（Non-Hodgkin Lymphoma: NHL）
1. B細胞性リンパ腫

1）. 濾胞性
リンパ腫

（FL）

＊インドレントB細胞性NHLの代表的リ
ンパ腫。＊初回治療：進行期高腫瘍量
FLではリツキシマブ（R）併用化学療法と
Rの維持療法が選択される。進行期低腫
瘍量FLでは、直ちに治療をおこなわず経
過観察（Watch & Wait）の選択肢もある。 
＊再発・難治性：種々の化学療法後に自
家あるいは同種移植療法の選択あり。

悪性リンパ腫に適応のあ
る薬剤に加えて、レブラミ
ド、CD20抗体薬のリツ
キサン、ガザイバ、ゼヴァ
リン、トレアキシン、フル
ダラ、ロイスタチン　など

2）. びまん性
大細胞型
B細胞
リンパ腫

（DLBCL）

＊アグレッシブB細胞性NHLの代表的
リンパ腫。＊初回治療：リツキシマブ
+シクロフォスファミド+アドリアマイシ
ン+ビンクリスチン+プレドニゾロンの
R-CHOP療法が標 準的治療法。＊再
発・難治性：種々の救援化学療法で奏
効が得られる場合には、自家移植併用大
量化学療法（65歳以下）や同種移植、
抗体療法などの選択肢あり。

悪性リンパ腫に適応のあ
る薬 剤に加えて、CD20
抗体薬のリツキサン、キロ
サイドN、メソトレキセー
ト、シスプラチン、イホマ
イド、アドセトリス（CD30
陽性の場合）、キムリア（再
発・難治性CD19陽性の
場合）  など

3）. マントル細胞リンパ腫、MALTリンパ腫など多種類の
B細胞リンパ腫:1）または2）に類した治療戦略

悪性リンパ腫に適応のあ
る薬剤に加えて、種々新
規薬剤　など

2. T細胞性リンパ腫

1）. 末梢性
T細胞
リンパ腫 

（PTCL）

＊初回治療：CHOP療法あるいはこれに
類似した併用化学療法が選択される。
＊ALK陽 性 未 分 化 大 細 胞リンパ 腫

（ALCL）ではDLBCLと同等の治療成績
が得られる。ALK陰性 ALCL、PTCL非
特定型（PTCL-NOS）、血管免疫芽球性
T細胞リンパ腫（AITL）、治療効果は不十
分であり、標準治療は未確立。＊再発・
難治性：救援療法の多剤併用化学療
法、自家移植併用大量化学療法、同種
移植、CD30陽性では抗CD30抗体抱
合薬、ALK陽性 ALCLではALK阻害薬
の選択肢がある。

悪性リンパ腫に適応のあ
る薬剤に加えて、アドセ
トリス（CD30陽性）、ア
レセンサカ（ALK陽性）、
ムンデシン、イストダック
ス、ジフォルタ、ポテリジ
オ（CCR4陽性）  など

2）. 成人
T細胞
白血病
リンパ腫

（ATL）

＊初回治療：緩徐な経過を取るインド
レントATL（くすぶり型や予後不良因子

（LDH、アルブミン、BUNのいずれか１
つ以上異常値）なしの慢性型）は、無
治療経過観察。進行の早いアグレッシブ
ATL（急性型、リンパ腫型、予後不良因
子ありの慢性型）は、多剤併用化学療法
を選択する。治療効果が得られ、可能な
場合は同種移植を選択する。CCR4を
標的とした抗体薬が初回治療として選択
可能である。

悪性リンパ腫に適応のあ
る薬剤に加えて、ペラゾリ
ン、ポテリジオ（CCR4陽
性）、レブラミド　など

赤字は分子標的薬・抗体薬・免疫調節薬
日本血液学会造血器腫瘍診療ガイドライン2018年補訂版（2020年4月）参考に著者作成

表２●代表的な悪性リンパ腫に対する治療法の概略
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な
疾
患
で
す
。
治
療
目
標
は
遊
離
軽
鎖

（
F
L
C
）
の
産
生
を
抑
制
し
、臓
器
機
能
の
温

存
に
お
か
れ
ま
す
。
臓
器
機
能
が
十
分
に
保
た

　
M
M
の
類
縁
疾
患
の
ア
ミ
ロ
イ
ド
ー
シ
ス
は

M
蛋
白
の
軽
鎖
に
由
来
す
る
ア
ミ
ロ
イ
ド
蛋
白

が
全
身
臓
器
に
沈
着
し
臓
器
障
害
を
き
た
す
稀

れ
、
移
植
関
連
死
亡
が
少
な
い
と
判
断
さ
れ
れ

ば
、
自
家
移
植
が
選
択
さ
れ
ま
す
。

4　
血
液
が
ん
に
対
す
る
新
薬
（
表
4
）

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
血
液
が
ん
の

治
療
は
、
薬
物
療
法
が
主
軸
と
な
り
、
従
来
の

抗
腫
瘍
剤
に
加
え
、
腫
瘍
細
胞
が
有
す
る
分
子

を
標
的
と
し
た
薬
剤
（
表
1
〜
3
の
赤
字
で
記

載
）
が
開
発
さ
れ
、
治
療
成
績
の
向
上
に
貢
献

し
て
い
ま
す
。
こ
の
1
年
半（
2
0
1
9
〜
20

年
）
に
本
邦
で
新
規
承
認
あ
る
い
は
適
応
拡
大

と
な
っ
た
血
液
が
ん
に
対
す
る
新
薬
も
、
分
子

標
的
薬
が
多
く
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

再
発
・
難
治
性
Ｃ
Ｄ
19
陽
性
A
L
L
/

N
H
L
に
対
す
る
キ
メ
ラ
抗
原
受
容
体
発
現
T

細
胞
（
C
A
R
‐
T
）
療
法
、
F
L
T
3
陽
性

A
M
L
に
対
す
る
F
L
T
3
キ
ナ
ー
ゼ
阻
害
薬
、

B
T
K
阻
害
薬
、
新
規
抗
体
療
法
は
、
対
象
と

す
る
血
液
が
ん
の
予
後
を
改
善
す
る
可
能
性
を

有
し
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
こ
う
し
た
標
的
治
療
薬
は
高
額
な

薬
価
と
な
る
た
め
、
治
療
全
体
の
レ
セ
プ
ト
の

請
求
点
数
を
押
し
上
げ
る
要
因
と
な
る
こ
と
か

ら
、
血
液
が
ん
の
治
療
方
針
と
各
薬
剤
を
理
解

し
て
適
正
に
治
療
に
用
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
患
者
個
々
に
よ
り
治
療
内
容
は
異
な

り
ま
す
の
で
保
険
請
求
す
る
際
に
は
、
診
断
や

治
療
の
経
過
が
分
か
る
よ
う
な
病
名
や
症
状
詳

記
を
記
載
す
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。

　
本
稿
が
そ
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

傷病名 治療方法 主に用いられる抗腫瘍薬（保険適用される薬剤）

多発性骨髄腫
（MM）

＊初回治療：症候性（高カルシウム血症、腎不全、貧血、骨病変のうち１つ以上）MMに進展した時
点で全身化学療法を開始する。
＊移植適応（65歳未満、重篤な合併症なし、心機能正常）MMでは、プロテアソーム阻害薬、免疫
調節薬、ステロイドの２剤あるいは３剤併用療法を３〜４コース後、奏効が得られれば、自家移植併
用大量化学療法を選択する。＊移植非適応MMでは、抗CD38抗体薬併用メルファラン＋プレドニ
ン＋ボルテゾミブ療法（D-MPB療法）やレナリドミド＋デキサメタゾン（D-Ld療法）が推奨される。
＊再発・難治性：移植適応があれば救援療法に自家あるいは同種移植療法を選択し、非移植適応で
あれば悪性リンパ腫に準じた既存の抗腫瘍剤治療や新規薬剤による種々の救援療法が選択される。
＊骨病変に対するゾレドロン酸やデノスマブは治療開始時から推奨される。

プロテアソーム阻害薬（ベルケイド、カイプロリス、ニ
ンラーロ）、免疫調節薬（サレド、レブラミド、ポマリス
ト）、ステロイド（レナデックス、デカドロン注、プレド
ニゾロン）、抗体薬（抗CD38抗体：ダラザレックス、
サークリサ（再発・難治性MM）、抗SLAM7抗体：エ
ムプリシティ）、HDAC阻害薬（フェアリーダック）、アル
ケラン、エンドキサン、オンコビン、アドリアシン、骨病
変治療薬（ゾメタ、ランマーク） など

アミロイドー
シス（AL）

基礎疾患（多発性骨髄腫や原発性マクログロブリン血症など）あるものは続発性 AL、ないものは原
発性 AL。移植適応があれば、大量メルファラン+自家末梢血幹細胞移植療法、移植適応なければ
メルファラン+デキサメタゾン療法が選択可。

アルケラン、デカドロン、基礎疾患の治療　など

商品名 一般名 適応腫瘍 薬価（千円） 1サイクル薬価
（千円）＊ コメント

静注・点滴静注

キムリア チサゲンレクル
ユーセル

再 発・難 治 性 のCD19
陽 性B細胞性リンパ 性
腫瘍（ALL,DLBCL,FL）

34,113.655 >34,597
末梢血単核 球採 取料（K921-3/17440点）
+CAR発 現性T細胞投与（K922-2/30850
点）と関連薬剤費が加算

ダラザレックス ダラツムマブ 多発性骨髄腫 187.97（400mg/v） 
52.262（100mg/v） 1,922 〜 2,883      

16kg/回に他の治療薬と併用。A法はベルケ
イド＋アルケラン＋プレドニンに、B法はレブラ
ミド＋デカドロンと併用

イストダックス ロミデプシン 再発・難治性PTCL 111.785（10mg/v） 671 〜 1,061 14mg/m2を1、8、15日（16 〜 8日休薬/サイ
クル）

ジフォルタ プララトレキサー
ト 再発・難治性PTCL 91.292（20mg/v） 1,643 30mg/m2/週x6週、7週目休薬/サイクル

サークリサ　 イサツキシマブ 再発・難治性多発性骨
髄腫

285.944（500mg/v）
64.699 （100mg/v） 701 〜 1,403

10mg/kg/回をポマリスト+デキサメタゾンと併
用。1サイクル目は毎週で4回、2サイクル以降
は2週間隔で2回/サイクル

経口薬

ゾスパタ ギルテリチニブ 再発・難治性FLT3陽性
AML 19.7685（40mg/T） 1,661 120mg/日連日経口投与。200mg/日を超えな

いこと

ヴァンフリタ キザルチニブ 再発・難治性FLT3陽性
AML

27.0744（26.5mg/T）
 20.0596（17.7mg/T）     1,137 治療開始2週間26.5mg/日、以後53mg/日、

連日経口投与、適宜減量

ベネクレクスタ ベネトクラクス 再発・難治性CLL
0.8728（10mg/T）             
3.9566（50mg/T）
7.5859 （100mg/T）

12 〜 222
原 則 的 にリツ キ サンと併 用。20mgから
400mg/日まで1週間毎に増量。以後400mg/
日経口投与

ベレキシブル チラブルチニブ

再発・難治性PCNSL、
原発性マクログロブリン
血症/リンパ形質細胞リ
ンパ腫

5.0674（80mg/T） 851 480mg/日（6T/回）を連日経口投与（空腹
時）、適宜減量

ジャカビ ルキソリチニブ 骨髄線維症、真性多血
症

7.5509（10mg/T）             
3.7754（5mg/T） 211 〜 1,057 

1日2回12時間毎、1回5〜25mg（10〜50mg/
日）を連日経口投与。25mg/回x2/日を超え
ない範囲で適宜増減

レブラミド レナリドミド
多発性骨髄腫、5q-MDS、
再発・難治性 ATL、再発・
難治性FL/MZL

8.0853（5mg/T）                
6.7839（2.5mg/T） 340 〜 849 再発・難治性 ATLとFL,MZBLに適応追加さ

れた。患者の状態で適宜減量

アレセンサカ アレクチニブ 再発・難治性 ALK陽性
ALCL 6.7371（150mg/C） 377 ALK陽 性リンパ 腫 に適 応が追 加された。

300mgx2/日を連日経口投与

表３●多発性骨髄腫と類縁疾患に対する治療法の概略

表４●造血器腫瘍に対する新薬（2019〜2020年に新規承認または適応拡大された薬剤）

赤字は分子標的薬・抗体薬・免疫調節薬
日本血液学会造血器腫瘍診療ガイドライン2018年補訂版（2020年4月）参考に著者作成

ALL：急性リンパ芽球性白血病、DLBCL：びまん性大細胞型B細胞リンパ腫、FL：濾胞性リンパ腫、PTCL：末梢T細胞性リンパ腫、AML：急性骨髄性白血病、
CLL：慢性リンパ性白血病、PCNSL：原発性中枢神経系リンパ腫(中枢神経系原発リンパ腫）、MDS：骨髄異形成症候群、ATL：成人T細胞性白血病リンパ腫、
MZL：辺縁帯リンパ腫、ALCL：未分化大細胞リンパ腫、 /v：/バイアル、/T：/錠、/C：/カプセル
＊体重あたりは60kgで、体表面積あたりは1.5 〜 1.7m2で換算し、適応スケジュールがない場合は治療開始28日間/1サイクルとした価格 
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Topics 1

神
田
理
事
長
あ
い
さ
つ
要
旨

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

と
そ
の
影
響
下
に
お
い
て
、
支
払
基
金

で
は
都
道
府
県
の
患
者
数
や
人
口
当
た

り
の
感
染
者
数
、
ま
た
各
支
部
に
お
け

る
感
染
状
況
や
職
員
の
公
共
交
通
機
関

の
利
用
状
況
な
ど
、
客
観
的
な
指
標
と

各
支
部
の
実
態
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、

そ
の
時
々
で
対
策
を
講
じ
て
き
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
交
代
制
勤
務
の
導
入
や

４
月
に
東
京
、
５
月
に
東
京
・
神
奈
川
・

埼
玉
に
お
い
て
審
査
委
員
長
一
任
に
よ

る
審
査
決
定
な
ど
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で

す
。
こ
れ
は
審
査
委
員
・
職
員
の
健
康

を
守
る
た
め
に
必
要
な
措
置
で
あ
っ
た

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
う
レ
セ
プ
ト
の
請
求
件
数

の
状
況
は
、
５
月
、
６
月
審
査
分
に
つ

い
て
対
前
年
同
月
伸
び
率
で
そ
れ
ぞ
れ

▲
23
・
８
％
、
▲
24
・
７
％
と
非
常

に
大
き
な
落
ち
込
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、７
月
、８
月
審
査
分
で
は
、▲
13
・

７
％
、
▲
11
・
９
％
と
徐
々
に
回
復
し

つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
伸
び
率
は
非

常
に
緩
慢
な
動
き
で
す
。

　

審
査
状
況
に
つ
い
て
は
、
審
査
委
員

会
を
開
催
し
な
か
っ
た
東
京
・
神
奈

川
・
埼
玉
で
査
定
件
数
は
７
割
減
、
査

定
点
数
は
９
割
減
と
い
う
状
況
で
し
た
。

会議の様子

　

支
払
基
金
は
全
国
組
織
と
し
て
の
機

能
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
審
査
の
質

の
向
上
お
よ
び
審
査
充
実
の
た
め
の
諸

方
策
等
に
関
す
る
意
見
交
換
を
目
的
と

し
て
、
10
月
８
日
（
木
）
と
９
日
（
金
）

の
両
日
に
令
和
２
年
10
月
全
国
基
金

審
査
委
員
長
・
支
部
長
会
議
、
10
月
14

日
（
水
）
に
令
和
２
年
10
月
全
国
基
金

副
審
査
委
員
長
会
議
（
歯
科
）
を
ウ
ェ

ブ
に
よ
り
開
催
し
ま
し
た
。

10
月
８
日　

審
査
委
員
長
会
議

　

会
議
の
冒
頭
、
神
田
理
事
長
か
ら
あ

い
さ
つ
が
あ
り
、
そ
の
中
で
「
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
る
審

査
へ
の
影
響
」
と
「
審
査
支
払
機
能

の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
に
つ
い

て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。（
要
旨
参
照
）

　

続
い
て
、
担
当
部
か
ら
報
告
し
た
次

の
事
項
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
い
ま

し
た
。

 

・
審
査
委
員
会
会
期
日
程
の
統
一
の
見

直
し

 

・
在
宅
審
査
の
検
討

 

・
Ａ
Ｉ
に
よ
る
レ
セ
プ
ト
振
分
機
能
の

導
入

 

・
自
動
的
な
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
機
能
の

導
入

 

・
審
査
規
準
の
作
成

　

等

改
め
て
審
査
委
員
の
先
生
方
に
医
学
的

判
断
を
仰
が
な
い
と
審
査
と
い
う
も
の

は
成
り
立
た
な
い
こ
と
が
浮
き
彫
り
に

な
っ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
審
査
支
払
機
能
の
在
り
方
に

関
す
る
検
討
会
」
に
つ
い
て
は
、
９
月

２
日
に
第
１
回
検
討
会
が
開
催
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
す
が
、
支
払
基
金
と
国
民
健

康
保
険
中
央
会
の
審
査
支
払
機
能
の
整

合
的
か
つ
効
率
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
、

具
体
的
な
方
針
や
工
程
等
を
検
討
す
る

た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
審
査
結

果
の
不
合
理
な
差
異
の
解
消
が
検
討
課

題
の
ひ
と
つ
に
上
が
っ
て
お
り
、
本
日

説
明
さ
せ
て
い
た
だ
く
内
容
に
つ
い
て

は
、
第
２
回
検
討
会
で
私
か
ら
説
明
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

本
日
は
ウ
ェ
ブ
会
議
で
ご
ざ
い
ま
す

が
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
を
賜
り
ま
す
よ

う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

10
月
９
日　

支
部
長
会
議

　

担
当
部
か
ら
説
明
し
た
、「
今
後
の

支
部
点
検
条
件
の
本
部
集
約
方
法
」

や
「
令
和
３
年
度
の
業
務
処
理
日
程

の
方
針
」
な
ど
に
つ
い
て
意
見
交
換
を

行
い
ま
し
た
。

　
10
月
14
日　

副
審
査
委
員
長
会
議

　

神
田
理
事
長
か
ら
の
あ
い
さ
つ
に
引

き
続
き
、
担
当
部
か
ら
報
告
し
た
次
の

事
項
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
い
ま
し

た
。

 

・
審
査
取
決
事
項
の
統
一
化

 

・
診
療
報
酬
改
定
に
係
る
要
望
状
況

　

等

令和2年10月全国基金審査委員長・支部長会議および
令和2年10月全国基金副審査委員長会議（歯科）を開催 
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審査情報提供事例（歯科）を公表
　令和2年9月17日に開催した「第20回審査情報提供歯科検討委員会」において検討した結果、47支部の
取扱いが概ね収斂された画像診断1事例、手術1事例、麻酔1事例を情報提供することとし、第18次審査情
報提供事例（歯科）として9月28日に公表しました。
　なお、これまでの公表分を含む全事例（64事例）については、支払基金ホームページに掲載しています。

　審査支払機関における診療報酬請求に関する審査は、健康保険法、療養担当規則、診療報酬点数表及び関係諸通知
等を踏まえ各審査委員会の医学的・歯科医学的見解に基づいて行われています。
　一方、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼を確保するため、審査における一般的な取扱いについて広
く関係者に情報提供を行い、審査の透明性を高めることとしております。
　このため、平成16年7月に「審査情報提供検討委員会」、平成23年6月に「審査情報提供歯科検討委員会」を設置し、
情報提供事例の検討と併せ、審査上の一般的な取扱いに係る事例について、情報提供を行ってまいりました。
　今後とも、当該委員会において検討協議を重ね、提供事例を逐次拡充することとしておりますので、関係者の皆様
のご参考となれば幸いと考えております。
　なお、情報提供する審査の一般的な取扱いについては、療養担当規則等に照らし、当該診療行為の必要性、用法・
用量の妥当性などに係る医学的・歯科医学的判断に基づいた審査が行われることを前提としておりますので、本提供
事例に示された適否が、すべての個別診療内容に係る審査において、画一的あるいは一律的に適用されるものではな
いことにご留意ください。

審査情報提供事例について

診療項目 事例 取扱い 取扱いを定めた理由 留意事項

画像診断
６２
写真診断②

　原則として、「摩耗症（Ａｂ

ｒ）」、「咬耗症（Ａｔｔ）」、「酸

蝕症（Ｅｒｏ）」又は「エナメル質

形成不全（ＥＨｐ）」病名で、歯

科エックス線撮影（全顎撮影以外

の場合）の算定を認める。

　歯科エックス線撮影（全顎撮影以外の場

合）の画像情報が、硬組織疾患の鑑別診断

に有用な場合がある。

手術
６３
歯根端切除
手術

　原則として、「歯根嚢胞（ＷＺ）」

病名のみで歯根嚢胞摘出手術と

併せて行った歯根端切除手術の

算定を認めない。

　歯根端切除手術は、病巣の発生原因と

なった歯根端を切除する手術であるため、

算定にあたっては、「歯根嚢胞（ＷＺ）」病

名に併せて、歯根端切除手術に係る傷病

名の記載が適切である。

麻酔
６４
伝達麻酔②

　原則として、下顎第一小臼歯

に対して伝達麻酔の算定を認め

る｡

　炎症症状等があり浸潤麻酔が比較的奏

効しにくい場合は、下顎臼歯部及びその

周囲の歯周組織に奏効する伝達麻酔を行

うことにより良好な麻酔効果が期待できる。

第18次審査情報提供事例（歯科）

Topics 2

支払基金ホームページ  https://www.ssk.or.jp/
トップページ → 診療報酬の審査 → 審査情報提供事例

支払基金
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医
療
費
助
成
事
業
と
は

　
医
療
費
助
成
事
業
と
は
、
各
都
道
府
県
お
よ

び
市
町
村
（
以
下
「
地
方
公
共
団
体
」
と
い

う
。）
に
お
い
て
、医
療
機
関
を
受
診
さ
れ
た
受

給
者
の
方（
以
下
「
患
者
」
と
い
う
。）
が
医
療

機
関
の
窓
口
で
支
払
う
一
部
負
担
金
の
全
部
ま

た
は
一
部
を
、
独
自
に
地
方
公
共
団
体
の
公
費

で
医
療
費
を
助
成
す
る
事
業
で
す
。

　
医
療
費
助
成
事
業
は
地
方
公
共
団
体
ご
と
に

定
め
た
条
例
ま
た
は
実
施
要
綱
・
実
施
要
領
に

よ
り
実
施
さ
れ
る
た
め
、
助
成
内
容
や
対
象
者

は
各
地
方
公
共
団
体
で
異
な
り
ま
す
。

　
給
付
方
式
に
は
「
現
物
給
付
」
と
「
償
還
払

い
」
の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　
「
現
物
給
付
方
式
」
で
は
、
患
者
は
医
療
機

関
の
窓
口
で
医
療
費
助
成
事
業
に
係
る
自
己
負

担
額
の
み
を
支
払
い
ま
す
。
医
療
機
関
は
残
り

の
医
療
費
を
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以

下
「
国
保
連
合
会
」
と
い
う
。）
を
介
し
て
請
求

す
る
か
（
図
表
１
）、
ま
た
は
、直
接
地
方
公
共

団
体
へ
請
求
し
ま
す
。

　
「
償
還
払
い
方
式
」
で
は
、
患
者
は
医
療
機

関
の
窓
口
で
法
定
給
付
割
合
に
よ
る
自
己
負
担

額
を
支
払
い
ま
す
。
患
者
は
後
日
、
直
接
地
方

公
共
団
体
へ
支
払
っ
た
医
療
費
を
還
付
申
請
し
、

支
払
っ
た
額
か
ら
医
療
費
助
成
事
業
に
係
る
自

己
負
担
額
を
除
い
た
額
を
受
給
し
ま
す
。

　
ま
た
、
患
者
が
申
請
手
続
き
を
し
な
く
て
も
、

事
前
に
登
録
し
た
預
金
口
座
へ
自
動
的
に
振
り

込
ま
れ
る
「
自
動
償
還
払
い
方
式
」
を
導
入
し

て
い
る
地
方
公
共
団
体
も
あ
り
ま
す
。

　

支
払
基
金
に
お
け
る

医
療
費
助
成
事
業
の
審
査
支
払
業
務

　
支
払
基
金
で
は
委
託
を
受
け
た
地
方
公
共
団

体
の
医
療
費
助
成
事
業
に
関
す
る
審
査
・
支
払

業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
支
払
基
金
に
お
け
る
医
療
費
助
成
事
業

の
審
査
支
払
は
、
平
成
11
年
か
ら
治
療
が
困
難

な
疾
病
や
高
額
な
医
療
費
と
な
る
も
の
の
み
に

限
定
し
て
開
始
し
ま
し
た
。
平
成
18
年
か
ら
は

対
象
が
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
要
望
が
強
か
っ

た
乳
幼
児
等
の
児
童
に
係
る
医
療
な
ど
、
ほ
ぼ

す
べ
て
の
事
業
へ
拡
大
し
、
現
在
で
は
保
険
分

で
現
物
給
付
化
さ
れ
た
医
療
費
助
成
事
業
の
す

べ
て
に
つ
い
て
審
査
支
払
業
務
の
委
託
を
受
け

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
支
払
基
金
へ
委
託
し
た
場
合
は
、
医
療
費
助

成
事
業
に
お
け
る
医
療
費
は
国
の
医
療
保
険
制

度（
公
費
負
担
医
療
を
含
む
。）
に
よ
る
診
療
報

酬
請
求
と
と
も
に
、
医
療
機
関
か
ら
１
枚
の
レ

セ
プ
ト
（
併
用
レ
セ
プ
ト
）
と
し
て
提
出
さ
れ

ま
す
。（
図
表
２
）

　
こ
の
よ
う
に
支
払
基
金
を
介
し
た
審
査
支
払

を
行
う
こ
と
で
、
関
係
者
の
皆
さ
ま
は
次
の
よ

う
な
業
務
改
善
が
図
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

●「
地
方
公
共
団
体
」
の
方
は
、
医
療
費
助
成

事
業
に
お
け
る
医
療
費
の
請
求
に
支
払
基
金

の
審
査
結
果
が
反
映
さ
れ
る
た
め
、
医
療
費

適
正
化
へ
の
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。
ま
た
、

現
物
給
付
方
式
と
な
る
こ
と
か
ら
償
還
払
い

に
よ
る
患
者
へ
の
支
払
事
務
が
解
消
し
ま
す
。

●「
保
険
者
」
の
方
は
、
患
者
へ
の
付
加
給
付

の
過
払
い
解
消
や
地
方
公
共
団
体
と
の
高
額

療
養
費
の
調
整
事
務
が
軽
減
し
ま
す
。

●「
医
療
機
関
・
薬
局
」
の
方
は
、
請
求
が
支

払
基
金
へ
レ
セ
プ
ト
を
提
出
す
る
だ
け
で
完

了
す
る
た
め
、
請
求
事
務
及
び
会
計
処
理
が

簡
素
化
し
ま
す
。

受
託
に
向
け
た
取
組

　
支
払
基
金
で
は
医
療
保
険
関
係
者
に
お
け
る

事
務
の
効
率
化
や
医
療
費
適
正
化
、
ま
た
、
住

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
寄
与
す
る
た
め
、
皆
さ

ま
の
意
向
を
伺
い
な
が
ら
医
療
費
助
成
事
業
の

医療保険関係者の事務効率化のために
〜医療費助成事業の概要と受託状況〜

　支払基金では地方公共団体が実施している医療費助成事業についての審査支払業務を行う
「医療費助成事業関係業務」を実施しています。
　本号では医療保険関係者の事務効率化という観点から地方公共団体からの委託により行われ
ている医療費助成事業の概要と受託状況についてご紹介します。

国の医療保険制度
0歳から未就学児（2割負担）
小学1年生から70歳未満（3割負担）
70歳から75歳未満（2割負担※）
公費負担医療（公費により異なる）
　※所得及び誕生日により異なる場合がある

医療費助成事業（地方公共団体によって異なる）
乳幼児医療　　　　　　ひとり親家庭医療
重度心身障害者医療　　特定疾患治療　　� など

患者負担を軽減
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図表１●支払基金に委託していない場合の医療費の流れ（現物給付：国保連合会に委託）

図表２●支払基金に委託した場合の医療費の流れ

医療機関

支払基金

総額１万円の医療を受けた場合 ※自己負担２割
※医療費助成事業の患者負担額　月1,000円上限

患者

市町村

保険者

1,000円

8,000円 8,000円

8,000円

1,000円

8,000円

①受診

⑥診療翌々月の
　原則21日までに
　被用者保険分を支払

⑤診療翌々月の
　原則20日までに
　被用者保険分を支払

⑤医療費助成分を支払⑥医療費助成分を支払

③審査を実施
（医療費決定）

④診療翌々月の
　10日までに
　被用者保険分を請求

④医療費助成分を請求②医療費助成分を請求※
国保連合会
③請求支払
　事務を実施

例

1,000円 1,000円※医療機関から国保連合会へ
の請求方法は、併用レセプト
や連記式請求書など、都道
府県によって異なります。

1,000円

②診療翌月の10日までに被用者保険分を
　単独レセプトで請求

医療機関

支払基金

総額１万円の医療を受けた場合

患者

市町村

1,000円
9,000円

1,000円

1,000円

9,000円

①受診

②診療翌月の10日までに
　併用レセプトで請求

⑥診療翌々月の
　原則21日までに
　医療費の支払

⑤診療翌々月の
　原則20日までに
　医療費助成分を支払

③審査を実施
（医療費決定）

④診療翌々月の
　10日までに
　医療費助成分を請求

例 ※自己負担２割
※医療費助成事業の患者負担額　月1,000円上限

保険者

8,000円

8,000円
⑤診療翌々月の
　原則20日までに
　被用者保険分を支払

④診療翌々月の
　10日までに
　被用者保険分を請求

月刊基金 November 20209



審
査
支
払
業
務
の
受
託
に
向
け
た
取
組
を
行
っ

て
い
ま
す
。　
　

　
具
体
的
な
取
組
と
し
て
は
、
支
払
基
金
の
各

支
部
か
ら
各
地
方
公
共
団
体
へ
直
接
出
向
い
て
、

委
託
し
た
場
合
の
請
求
支
払
や
再
審
査
処
理
の

流
れ
、
レ
セ
プ
ト
の
計
算
方
法
、
高
額
療
養
費

の
取
扱
い
、
委
託
決
定
か
ら
請
求
開
始
ま
で
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
支
払
基
金
へ
の
委
託
に
関
す
る
疑
問

に
は
具
体
的
で
分
か
り
や
す
い
回
答
を
心
が
け
、

関
係
者
の
皆
さ
ま
に
よ
り
多
く
の
判
断
材
料
を

ご
提
供
で
き
る
よ
う
対
応
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
は
主
な
3
事
業
（
乳
幼
児
医
療
、
ひ
と

り
親
家
庭
医
療
、
重
度
心
身
障
害
者
医
療
）
が

未
受
託
と
な
っ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
に
つ
い

て
、
診
療
団
体
や
保
険
者
団
体
と
連
携
を
図
り

な
が
ら
受
託
に
向
け
た
働
き
か
け
を
行
っ
て
い

く
予
定
で
す
。

現
在
の
受
託
状
況
と
変
遷

　
支
払
基
金
で
は
医
療
費
助
成
事
業
の
審
査
支

払
業
務
に
つ
い
て
、
平
成
11
年
の
委
託
開
始
当

初
か
ら
受
託
へ
の
取
組
を
継
続
し
て
行
っ
て

お
り
、
令
和
2
年
11
月
現
在
で
38
都
道
府
県

1
3
5
2
市
区
町
村
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
い

ま
す
。（
図
表
３
）

　
そ
の
う
ち
6
府
県
52
市
町
村
は
住
民
サ
ー
ビ

ス
や
事
務
処
理
の
簡
素
化
と
い
う
観
点
か
ら
、

県
（
府
）
を
ま
た
い
で
受
診
し
た
場
合
（
県

（
府
）外
受
診
）
に
つ
い
て
も
委
託
を
実
施
し
て

い
ま
す
。（
図
表
４
）

　
年
度
別
受
託
状
況
の
推
移
を
み
る
と
平
成
18

年
度
に
委
託
対
象
事
業
が
拡
大
さ
れ
て
以
降
、

件
数
・
金
額
と
も
に
右
肩
上
が
り
の
伸
び
を
示

し
て
お
り
、
平
成
20
年
度
に
は
大
阪
府
、
平
成

21
年
度
に
は
東
京
都
と
い
っ
た
大
都
市
圏
を
は

じ
め
、
毎
年
度
多
く
の
地
方
公
共
団
体
か
ら
の

委
託
を
受
け
て
い
ま
す
。（
図
表
５
）

　
最
近
で
は
、
10
月
か
ら
高
知
市
が
主
な
３
事

業
に
つ
い
て
の
委
託
を
開
始
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
高
知
県
の
市
町
村
と
し
て
初
め
て
の
委
託
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
過
去
の
月
刊
基
金
に
支
払
基
金
へ
医
療
費
助

成
事
業
を
委
託
し
た
地
方
公
共
団
体
へ
の
取
材

記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
月
刊
基
金
の

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
は
支
払
基
金
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
↓
広
報
誌
・
メ
ル
マ
ガ
↓

広
報
誌
月
刊
基
金
）
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

全
国
の
受
託
内
容

　
支
払
基
金
が
受
託
し
て
い
る
医
療
費
助
成
事

業
の
受
託
内
容
は
、
支
払
基
金
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
↓
事
業
内
容
↓
医
療
費
助

成
事
業
関
係
業
務
）
で
全
国
と
都
道
府
県
別
の

状
況
が
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
ま
た
、
新
規
受
託
や
受
託
内
容
の
変
更
に
つ

い
て
も
最
新
の
情
報
に
更
新
し
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

支払基金による医療費助成事業の審査支払業務についてのご照会、ご意見、ご要望につきましては、所在
の支払基金支部または本部までお寄せください。ご連絡先は支払基金のホームページに掲載しています。

●支払基金支部　トップページ�→�事業内容�→�医療費助成事業関係業務�→�支払基金が受託している　
　　　　　　　　医療費助成事業�→�都道府県別事業内容�→�照会先

●本部　　　　　トップページ�→�本部・支部情報�→�本部所在地

お
問
い
合
わ
せ
先

図表５●支払基金が受託している医療費助成事業の年度別受託状況（診療報酬等の確定件数・確定金額）
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元

（億円）（万件）

件数（万件）
金額（億円） 神奈川県※

福岡市※

東京都

兵庫県※

大阪府

年度 件数
（万件）

金額
（億円）

�平成12 60 20
13 72 24
14 74 24
15 80 27
16 84 27
17 84 26
18 420 107
19 737 175
20 1,693 367
21 3,701 766
22 4,788 987
23 5,588 1,144
24 6,982 1,377
25 7,721 1,521
26 8,218 1,633
27 8,954 1,795
28 11,105 2,229
29 11,611 2,348
30 12,660 2,540

令和元 14,493 2,952

（注）３月診療分～翌年２月診療分を
集計

※月刊基金に委託に係る取材記事を掲載しています。
　（福岡市：平成24年11月号、神奈川県：平成29年3月号、　兵庫県：令和2年3月号）
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北海道

青森

福島
長崎

栃木

山
梨

静
岡

長
野

愛
知

岐
阜

三
重 東京

埼玉

福
岡

佐
賀

大
分

熊
本

宮
崎

鹿
児
島

秋田

茨
城

新
潟

富
山

石
川

福
井

千
葉

鳥
取

島
根

岡
山

広
島

愛
媛

徳
島

高
知

和歌山

兵
庫

京
都山

口

香
川

滋
賀

奈
良

大
阪

群
馬

神
奈
川

岩手

山形 宮城

沖縄

主な3事業について、全市町村分を受託

主な3事業について、一部事業又は一部市
町村分を受託
主な3事業は未受託であるが、それ以外の
事業で全市町村分又は一部市町村分を受託

未受託

※主な3事業とは、乳幼児医療・ひとり親家庭医療・重度
心身障害者医療
それ以外の事業とは、特定疾患治療・小児慢性特定疾患
治療・老人医療など

都道府県 市町村数
主な3事業の受託市町村数

主な3事業以外の受託事業乳幼児医療 ひとり親
家庭等医療

重度心身
障害者医療

北海道 179 179 179 179 特定疾患治療、ウイルス性肝炎進行防止対策、橋本病重症患者対策医療、小児慢性特定疾患治療
青森県 40 40 39 15 ―
岩手県 33 ― ― ― ―
宮城県 35 ― ― ― ―
秋田県 25 25 25 25 ―
山形県 35 ― ― ― ―
福島県 59 39 8 7 ―
茨城県 44 44 44 44 小児慢性医療、妊産婦医療
栃木県 25 25 1 3 特定疾患治療、小児慢性特定疾患治療、特定医療費
群馬県 35 ― ― ― ―
埼玉県 63 62 41 53 特定疾患治療
千葉県 54 54 ― 54 ―

東京都 62 62 62 62
特定疾病医療、小児慢性疾患医療、被爆者の子に対する医療、小児精神病医療、結核一般医療義
務教育就学児医療、精密健康診査、妊娠高血圧症候群等医療、C型ウイルス肝炎インターフェロン
医療、大気汚染関連疾病医療、高校生等医療、精神通院医療、難病医療

神奈川県 33 33 33 33 川崎市小児ぜん息患者、川崎市成人ぜん息患者
新潟県 30 30 30 30 妊産婦医療、老人医療
富山県 15 15 15 15 妊産婦医療、高齢者医療
石川県 19 17 11 19 小児慢性特定疾病医療
福井県 17 17 17 17 ―
山梨県 27 27 27 ― ―
長野県 77 77 77 77 特定疾病、ウイルス肝炎
岐阜県 42 ― ― ― ―
静岡県 35 ― 1 1 特定疾患治療
愛知県 54 ― ― ― 特定疾患医療給付、小児慢性特定疾患治療
三重県 29 28 27 24 ―
滋賀県 19 ― ― ― ―
京都府 26 ― ― ― 障害者自立支援医療、老人医療、京都市学童う歯対策
大阪府 43 43 43 43 老人医療、大阪市こども難病
兵庫県 41 41 41 41 特定疾患治療、高齢期移行
奈良県 39 39 39 39 ―
和歌山県 30 30 30 30 特定疾患治療、老人医療
鳥取県 19 19 19 19 特定疾病
島根県 19 1 ― ― ―
岡山県 27 27 27 27 ―
広島県 23 23 23 23 精神障害者通院医療
山口県 19 ― ― ― ―
徳島県 24 24 24 24 ―
香川県 17 17 17 17 難病医療
愛媛県 20 ― ― ― ―
高知県 34 1 1 1 ―
福岡県 60 39 39 39 ―
佐賀県 20 20 ― ― ―
長崎県 21 21 1 1 被爆体験者精神影響調査研究、寡婦医療
熊本県 45 29 ― ― ―
大分県 18 18 18 ― ―
宮崎県 26 26 26 26 ―
鹿児島県 43 43 ― ― ―
沖縄県 41 ― ― ― ―

38都道府県　1,352市区町村

図表３●支払基金が受託している医療費助成事業の受託状況（令和2年11月1日現在）

図表４●支払基金が受託している県外受診分（令和2年11月現在）
都道府県 契約市町村 対象事業名 対象医療機関等 受託開始年月

宮崎県

諸塚村
椎葉村
高千穂町
日之影町
五ヶ瀬町

子ども 熊本県の対象保険医
療機関及び保険薬局

平成25年
4月診療分

福島県
乳幼児医療費助成事業
等の審査支払事務を受
託している39市町村

子ども 全国の保険医療機関
及び保険薬局

平成26年
3月診療分

福岡県

豊前市
子ども
重度障害者
ひとり親家庭等

大分県中津市の保険
医療機関及び保険薬
局

平成28年
2月診療分

吉富町
子ども
重度障害者
ひとり親家庭等

上毛町
乳幼児・こども
重度障害者
ひとり親家庭等

築上町
子ども
重度障害者
ひとり親家庭等

東峰村
子ども
重度障害者
ひとり親家庭等

大分県日田市の保険
医療機関及び保険薬
局

平成29年
10月診療分

大阪府 四条畷市

子ども
ひとり親家庭医療
重度障がい者医療
老人医療

奈良県内（主に奈良
市と生駒市）の対象
保険医療機関及び保
険薬局

平成29年
4月診療分

熊本県 荒尾市 子ども 福岡県大牟田市の保
険医療機関

平成30年
10月診療分

三重県 紀宝町 子ども・障害者
ひとり親家庭等

和歌山県新宮市の医
療機関等（訪問看護
ステーションは除く）

令和元年
9月診療分

月刊基金 November 202011



　

こ
の
度
、
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
し
て
い
る
請

求
関
係
帳
票
デ
ー
タ
の
利
便
性
向
上
の
た
め

に
、「
請
求
関
係
帳
票
デ
ー
タ
変
換
ツ
ー
ル
」

（
以
下
「
変
換
ツ
ー
ル
」
と
い
う
。）
の
提
供

を
開
始
し
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

保
険
者
・
実
施
機
関
の
皆
さ
ま
は
変
換

ツ
ー
ル
を
活
用
し
て
、
請
求
関
係
帳
票
デ
ー

タ
の
Ｃ
Ｓ
Ｖ
フ
ァ
イ
ル
の
各
値
に
タ
イ
ト
ル

行
（
項
目
名
）
を
付
加
し
た
エ
ク
セ
ル
フ
ァ

イ
ル
や
、
紙
で
送
付
し
て
い
る
請
求
関
係
帳

票
と
同
様
な
レ
イ
ア
ウ
ト
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ

ル
を
簡
単
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
変
換
ツ
ー
ル
」
の
概
要

　

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
シ
ス
テ
ム
に
て
配
信
し

て
い
る
請
求
関
係
帳
票
デ
ー
タ
の
Ｃ
Ｓ
Ｖ

フ
ァ
イ
ル
に
は
タ
イ
ト
ル
行
（
項
目
名
）
が

な
く
保
険
者
・
実
施
機
関
に
お
け
る
活
用
が

不
便
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
活
用
し
や
す
い

ツ
ー
ル
の
提
供
に
つ
い
て
以
前
よ
り
要
望
を

い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
支
払
基
金
で
は
、
オ
ン
ラ

イ
ン
請
求
シ
ス
テ
ム
に
て
配
信
し
て
い
る
請

求
関
係
帳
票
デ
ー
タ
の
Ｃ
Ｓ
Ｖ
フ
ァ
イ
ル
を

取
り
込
み
、
エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ
ル
お
よ
び
Ｐ

Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る

「
変
換
ツ
ー
ル
」
を
開
発
し
た
こ
と
か
ら
、

今
般
、
当
該
ツ
ー
ル
を
ご
提
供
す
る
こ
と
と

オンライン請求を利用されている
保険者・実施機関の皆さまへ
「請求関係帳票データ変換ツール」提供開始のお知らせ

ＣＳＶファイル
※オンライン請求システムに掲載 対象者 変換後のPDFファイル名

診療報酬等請求内訳データ
保険者 診療報酬等請求内訳書.pdf

実施機関 各法分診療報酬等請求内訳書.pdf

診療報酬等請求県別内訳データ
保険者 診療報酬等請求県別内訳.pdf

実施機関 各法分診療報酬等請求県別内訳.pdf

再審査等結果データ（自県分）
共通

再審査等結果通知書.pdf

再審査等結果データ（他県分） 再審査等結果通知書（他府県）.pdf

い
た
し
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
、
支
払
基
金
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https

：//w
w
w
.ssk.or.jp

）
に
「
請
求

関
係
帳
票
デ
ー
タ
変
換
ツ
ー
ル
の
概
要
」
を

掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ 

↓ 

診
療
報
酬
の
請
求
支

払 

↓ 

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求 

↓ 

保
険
者
・
実

施
機
関
に
係
る
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求 

↓ 

6.
オ

ン
ラ
イ
ン
請
求

「
変
換
ツ
ー
ル
」
の
特
徴

◉
タ
イ
ト
ル
行
（
項
目
名
）
の
付
加
に
よ
っ

て
、
Ｃ
Ｓ
Ｖ
フ
ァ
イ
ル
に
格
納
さ
れ
て
い

る
デ
ー
タ
の
確
認
が
容
易
に
な
り
ま
す
。

◉
紙
帳
票
と
同
じ
形
式
で
の
デ
ー
タ
管
理
や

印
刷
サ
イ
ズ
の
変
更
（
Ａ
４
・
Ａ
３
・
Ｂ

４
）
が
で
き
ま
す
。

　
※
診
療
報
酬
等
請
求
県
別
内
訳
Ｐ
Ｄ
Ｆ
（
各

法
分
診
療
報
酬
等
請
求
県
別
内
訳
Ｐ
Ｄ
Ｆ
）

は
Ａ
４
の
み

「
変
換
ツ
ー
ル
」
の
掲
載
場
所
と

　
　

使
い
方

　
「
変
換
ツ
ー
ル
」
お
よ
び
「
操
作
手
順
書
」

は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
シ
ス
テ
ム
の
お
知
ら

せ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
デ
ス
ク
ト
ッ

プ
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の
上
、
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　
「
変
換
ツ
ー
ル
」
の
ト
ッ
プ
画
面
と
変
換

方
法
等
は
、
次
頁
の
と
お
り
で
す
。

●「変換ツール」対象ファイル

12月刊基金 November 2020



診療報酬等請求内訳データ

請
求
関
係
帳
票
デ
ー
タ

（
Ｃ
Ｓ
Ｖ
フ
ァ
イ
ル
）

紙
帳
票
の
レ
イ
ア
ウ
ト
と

同
様
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
）

再審査等結果データ

令和２年12月に変換ツールの使用状況や改善点について、保険者・実施機関の皆さまからのご要望
が反映できるよう、アンケートを実施する予定としておりますので、ご協力のほどよろしくお願いい
たします。

「変換ツール」トップ画面と変換方法

「変換ツール」変換イメージ

●トップ画面 ●変換方法

①請求関係帳票データをオン
ライン請求システムからダ
ウンロードしデスクトップ
等に保存します。

②デスクトップにダウンロー
ドした「変換ツール」をク
リックし起動すると、左図
のトップ画面が表示されま
す。

③「ファイル取込処理」ボタ
ンをクリックします。

④変換する帳票のファイル形
式を選択し「デスクトップ
に保存」ボタンをクリック
します。

タ
イ
ト
ル
行（
項
目
名
）を

付
加
（
エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ
ル
）

月刊基金 November 202013



医
師
と
し
て

―
―
医
師
を
志
し
た
き
っ
か
け
は

　

私
の
父
は
東
大
を
卒
業
し
て
銀
行
員
に
な

り
ま
し
た
が
、
本
来
は
医
者
に
な
り
た
か
っ

た
の
で
息
子
を
医
者
に
し
た
い
と
い
う
思
い

が
強
か
っ
た
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
伯
母
（
母
の
姉
）
が
小
児

科
医
で
、
よ
く
遊
び
に
行
っ
て
お
り
、
医
者

に
な
る
こ
と
へ
の
抵
抗
感
が
な
く
、
医
学
部

へ
の
進
学
は
当
然
の
こ
と
と
受
け
止
め
て
い

ま
し
た
。

　

産
婦
人
科
を
専
門
に
し
た
の
は
、
９
歳
上

の
兄
が
産
婦
人
科
医
で
、「
お
産
も
扱
え
る
し
、

婦
人
科
的
な
手
術
も
あ
る
か
ら
面
白
い
よ
」

と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

実
は
入
学
し
た
名
古
屋
市
立
大
学
で
は
、

病
理
学
教
室
の
先
生
と
仲
良
く
な
り
、
人
体

解
剖
を
50
名
以
上
や
る
な
ど
し
て
卒
業
後
は

病
理
学
教
室
に
入
る
よ
う
勧
め
ら
れ
、
迷
い

に
迷
っ
た
の
で
す
が
、
最
終
的
に
産
婦
人
科

を
選
び
ま
し
た
。

―
―
診
療
や
研
究
の
中
で
心
に
残
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
教
え
て
く
だ
さ
い

　

病
理
学
を
学
ん
だ
経
験
が
あ
っ
た
の
で
、

卒
業
後
に
産
婦
人
科
の
医
局
に
入
っ
た
当
初

か
ら
、
悪
性
腫
瘍
を
専
攻
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
し
た
。
ま
た
臨
床
よ
り
研
究
が
好
き
で
、

悪
性
腫
瘍
の
基
礎
実
験
の
と
こ
ろ
を
主
に
や

ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

と
は
い
え
臨
床
も
大
切
な
の
で
、
が
ん
研
の

附
属
病
院
に
行
き
、
副
作
用
が
強
く
産
婦
人

科
で
使
用
が
困
難
で
あ
っ
た
抗
癌
剤
の
「
シ

ス
プ
ラ
チ
ン
」
を
用
い
た
化
学
療
法
を
教
え

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
研
究
面
で
は
、
絨
毛
癌
と
い
う
女
性

特
有
の
妊
娠
に
伴
う
癌
を
培
養
細
胞
系
で
造

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
発
表
し
た

と
き
に
国
内
で
一
例
目
だ
と
言
わ
れ
、
非
常

に
嬉
し
か
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
卵
巣
癌
の
一
種
の
明
細
胞
癌
を

ヌ
ー
ド
マ
ウ
ス
に
移
植
し
た
と
こ
ろ
、
体
が

痩
せ
て
い
く
と
同
時
に
白
血
球
が
増
え
て
く

る
と
い
う
結
果
を
英
語
で
ま
と
め
、
共
同
執

筆
者
と
し
て
「Cancer Research

」
と

い
う
権
威
の
あ
る
雑
誌
に
受
理
さ
れ
た
と
き

は
非
常
に
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。

　

臨
床
で
は
、
最
先
端
の
抗
癌
剤
を
用
い
た

治
療
に
も
数
多
く
携
わ
る
こ
と
が
で
き
た
し
、

外
科
的
治
療
も
多
数
行
い
ま
し
た
が
、
治
療

の
甲
斐
な
く
亡
く
な
る
方
も
少
な
く
な
い
の

で
、
悩
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
大

学
に
残
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
の
で
す

が
、
開
業
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

開
業
後
の
大
き
な
転
換
点
は
、
愛
知
県
の

産
婦
人
科
医
会
の
理
事
に
な
っ
た
と
き
に
、

当
時
の
会
長
か
ら
「
新
生
児
聴
覚
検
査
が
始

ま
る
の
で
、
実
施
の
手
引
き
を
作
っ
て
ほ
し

い
」
と
依
頼
さ
れ
、
耳
鼻
科
な
ど
他
科
の
先

生
や
県
の
職
員
な
ど
と
検
討
を
重
ね
た
こ
と

で
す
。
こ
ん
な
世
界
も
あ
る
の
だ
と
、
非
常

に
目
か
ら
う
ろ
こ
で
し
た
。

　

産
婦
人
科
の
中
で
の
現
在
の
専
門
分
野
は

婦
人
科
腫
瘍
、
特
に
子
宮
頚
部
異
形
成
で
、

病
理
学
の
知
識
が
役
立
っ
て
い
ま
す
。

―
―
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
は

　

感
染
拡
大
に
よ
り
検
診
が
制
限
さ
れ
、
婦

人
科
検
診
の
数
も
大
き
く
減
り
ま
し
た
が
、

徐
々
に
戻
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
結
果
、
子
宮
頚
部
異
形
成
を
指
摘
さ

れ
、
コ
ル
ポ
ス
コ
ー
プ
下
生
検
を
求
め
る
患

者
さ
ん
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

審
査
委
員
長
と
し
て

―
―
審
査
委
員
に
な
っ
て
感
じ
た
こ
と
な
ど

を
教
え
て
く
だ
さ
い

　

審
査
委
員
と
し
て
心
が
け
て
い
る
の
は
、傷

病
名
と
診
療
内
容
で
患
者
の
状
態
が
推
測
で

き
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
も
の

臨
床
・
研
究
の
経
験
を
踏
ま
え
て

丁
寧
な
審
査
、
調
整
を
心
が
け
る

鈴
森 

謙
次　
愛
知
県
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会 

審
査
委
員
長

　審査委員長に伺いました。
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は
査
定
対
象
に
す
べ
き
と
考
え
、
丁
寧
に
審

査
し
て
い
ま
す
。

　

審
査
委
員
長
と
し
て
は
、
私
の
専
門
は
産

婦
人
科
な
の
で
、
医
療
全
体
の
中
で
レ
セ
プ

ト
枚
数
と
し
て
は
メ
ジ
ャ
ー
で
は
な
く
マ
イ

ナ
ー
で
す
。
そ
こ
を
自
覚
し
て
、
た
と
え
ば

メ
ジ
ャ
ー
で
あ
る
内
科
系
の
問
題
が
生
じ
た

ら
、
内
科
が
専
門
の
審
査
委
員
の
先
生
や
医

療
顧
問
の
先
生
に
話
を
聞
き
調
整
を
進
め
て

い
ま
す
。
ま
た
メ
ジ
ャ
ー
な
科
と
マ
イ
ナ
ー

な
科
で
差
が
出
た
と
き
は
、
両
方
の
話
を
聞

い
て
調
整
し
て
い
ま
す
。
審
査
委
員
長
の
役

割
の
ほ
と
ん
ど
は
「
調
整
」
で
し
ょ
う
ね
。

―
―
審
査
委
員
長
の
や
り
が
い
と
は

　

医
師
と
し
て
臨
床
・
研
究
の
両
面
で
経
験

を
重
ね
て
き
ま
し
た
が
、
審
査
委
員
長
を
務

め
る
中
で
、
さ
ら
に
視
野
が
広
が
る
こ
と
で

す
ね
、
嬉
し
い
の
は
。

　

専
門
の
産
婦
人
科
を
客
観
的
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
し
、
自
分
の
専
門
以
外

の
と
こ
ろ
で
相
当
広
く
知
識
を
得
ら
れ
た
こ

と
も
、
非
常
に
嬉
し
い
こ
と
で
す
。

―
―
職
員
に
望
む
こ
と
は

　

職
員
の
皆
さ
ん
に
対
し
て
は
、
医
者
だ
け

が
わ
か
る
よ
う
な
細
か
い
知
識
を
求
め
る
の

で
は
な
く
、
す
べ
て
の
科
に
共
通
す
る
大
切

な
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
て
、
審
査
を
サ
ポ
ー

ト
し
て
く
れ
る
こ
と
が
大
事
と
い
う
考
え
で

連
携
を
進
め
て
い
ま
す
。「
医
学
的
に
は
正
し

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
保
険
診
療
で
は
こ

う
な
っ
て
い
ま
す
」
と
指
摘
し
て
く
れ
る
事

務
の
方
が
私
は
好
き
で
す
。

―
―
医
療
機
関
、
保
険
者
の
方
々
に
お
願
い

し
た
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
か

　

医
療
機
関
か
ら
の
再
審
査
請
求
を
見
さ
せ

て
い
た
だ
く
と
、
一
番
多
い
の
は
病
名
漏
れ

で
、
そ
の
ほ
か
算
定
日
の
間
違
い
が
多
い
。

い
ず
れ
も
最
初
の
請
求
時
の
ミ
ス
で
、
医
療

機
関
の
責
任
で
解
消
で
き
る
も
の
な
の
で
、
そ

う
し
た
ミ
ス
は
解
消
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
医
療
機
関
か
ら
の
審
査
内
容
に
関

す
る
問
い
合
わ
せ
の
電
話
が
あ
り
ま
す
が
、医

療
の
内
容
に
関
す
る
も
の
な
ど
は
事
務
職
員

で
は
回
答
が
難
し
い
。
そ
こ
で
愛
知
支
部
で

は
必
要
に
応
じ
て
事
務
職
員
が
審
査
委
員
に

相
談
を
し
て
回
答
す
る
仕
組
み
に
し
て
い
ま

す
。
回
答
に
時
間
が
か
か
る
ケ
ー
ス
も
あ
る

こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

保
険
者
か
ら
の
再
審
査
請
求
で
は
、
た
と
え

ば
大
変
な
手
術
で
使
用
し
た
薬
剤
が
多
い
こ

と
な
ど
を
問
題
視
さ
れ
て
も
、
レ
セ
プ
ト
を
見

て
判
断
し
査
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
審
査
に
は
限
界
が
あ
る
こ

と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

―
―
こ
れ
か
ら
の
医
療
保
険
制
度
の
あ
り
方

に
つ
い
て
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　

新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
り
、
か
つ
て
な
い
受
診

抑
制
が
生
じ
て
い
ま
す
。
ま
だ
収
束
し
て
い

ま
せ
ん
が
、受
診
が
激
減
し
て
い
た
数
か
月
の

間
に
何
か
起
き
た
の
か
。
こ
れ
か
ら
の
医
療

保
険
制
度
を
考
え
て
い
く
上
で
も
、
し
っ
か

り
と
検
証
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
今
は
医
学
が
進
み
、
私
が
医
者

に
な
っ
た
40
年
ほ
ど
前
と
比
べ
使
え
る
技
術
、

ツ
ー
ル
が
す
ご
く
変
わ
り
、
非
常
に
高
価
な

検
査
や
器
具
な
ど
が
日
常
的
に
な
っ
た
わ
け

で
す
が
、
そ
れ
は
本
当
に
必
要
な
の
か
、
考

え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

審
査
で
は
根
拠
が
な
け
れ
ば
査
定
で
き
ま

せ
ん
が
、
高
額
な
レ
セ
プ
ト
等
を
見
て
い
て

「
こ
ん
な
に
高
価
な
も
の
を
使
用
し
て
治
療
し

な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
」
と
い
う
思
い
が

あ
り
、
若
い
医
師
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
た

り
も
し
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
を
審
査
で
ど
う

対
応
す
る
か
。
何
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
の
か

を
、一
定
の
差
異
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
あ

る
程
度
見
極
め
て
い
く
の
が
非
常
に
難
し
い

時
代
に
入
っ
て
き
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
つ
い
て

―
―
健
康
を
保
つ
秘
訣
や
趣
味
に
つ
い
て
教

え
て
く
だ
さ
い

　

実
は
運
動
が
大
嫌
い
で
し
た
が
、
突
然
目

覚
め
て
１
年
半
前
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
に
週

２
回
通
っ
て
い
ま
す
。「
ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ

に
し
ま
す
か
、
筋
ト
レ
に
し
ま
す
か
」
と
聞

か
れ
た
の
で
す
が
、
負
け
ず
嫌
い
な
の
で
筋

ト
レ
を
始
め
て
、
そ
し
た
ら
結
構
面
白
く
て
、

は
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
ま
で
人
生
の

中
で
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
爽
快
感
が
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
昔
か
ら
映
画
が
好
き
で
、
毎
週
家
内

と
洋
画
を
映
画
館
に
観
に
行
っ
て
い
ま
す
。

中
学
生
の
と
き
に
観
た
「
理
由
な
き
反
抗
」

と
い
う
映
画
の
中
で
朗
読
さ
れ
た
「
草
原
の

輝
き
」
と
い
う
詩
が
好
き
で
、「
草
原
の
輝
け

る
と
き
、
花
美
し
く
咲
き
し
と
き
、
再
び
そ

は
還
ら
ず
と
も
嘆
く
な
か
れ
、
そ
の
奥
に
秘

め
た
る
力
見
出
す
べ
し
。」
と
い
う
詩
で
す
が
、

そ
れ
が
い
つ
も
心
の
中
に
あ
り
ま
す
。

月刊基金 November 202015



療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
に
基
づ
き

別
に
定
め
る
患
者
に
係
る
取
扱
い
（
D
P
C
）

事例❶

DPC

基礎 知識 今回は①「療養に要する費用の額の算定方法に基づき別に定める患者に係る取扱い（DPC）」②「歯周基本治
療処置の算定について」③「特定薬剤管理指導加算２の取扱いについて」を掲載します。

16月刊基金 November 2020



保険請求の基礎 知識

　本事例については、診断群分類番号「06007×ｘｘ97ｘ4ｘｘ」で、コーディングデータにオニバイド点滴
静注43mgが記載されています。令和2年5月19日付け厚生労働省告示第216号により、すべてのイリノテカン
塩酸塩水和物が対象ではなく、当該診断群分類番号を算定する患者であってイリノテカン塩酸塩水和物 リポソー
ム製剤（オニバイド点滴静注43mg）を投与される場合のみ、五号告示に該当する患者となることから、医科入
院レセプトによる請求となりますのでご留意ください。

　療養に要する費用の額の算定方法に基づき別に定める患者に係る取扱いについては、令和2年5月19日付け厚生労
働省告示第216号「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第1項第五号の規
定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」及びオニバイド点滴静注43mgの添付文書において、次のとお
り記載されています。

【告示　令和2年5月19日付け厚生労働省告示第216号】（抜粋）
　厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法（平成20年厚生労働省告示第93号）第1項
第五号及び別表19の規定に基づき、厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定
する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第1項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部
を改正する告示を次のように定め、令和2年5月20日から適用する。

　厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要
する費用の額の算定方法第1項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示
（厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第1項第五号の規定に基づき厚生労働大臣
が別に定める者の一部改正）
第一条　略
第二条　厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第1項第五号の規定に基づき厚生労
働大臣が別に定める者（平成24年厚生労働省告示第140号）の一部を次の表のように改正する。

　　別表（抜粋）

　　別表19（抜粋）

　　別表（抜粋）

【オニバイド点滴静注43ｍｇ（一般名：イリノテカン塩酸塩水和物　リポソーム製剤）の添付文書】（抜粋）
・販売開始：2020年6月
・効能効果：がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な膵癌
・用法用量：フルオロウラシル及びレボホリナートとの併用において、通常、成人にはイリノテカンとして1回70mg/㎡（体

表面積）を90分かけて2週間間隔で点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量する。

令和   年  月　 日

月刊基金 November 202017



歯
周
基
本
治
療
処
置
の
算
定
に
つ
い
て

事例❷

歯科

　歯周病重症化予防治療（P重防）を開始した日以降の歯周基本治療処置の算定については、令和2年3月5日付け厚
生労働省通知保医発0305第1号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において、次の
ように示されています。

【通知　令和2年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第1号】
別添2
　歯科診療報酬点数表に関する事項
   　第 2 章　特掲診療料
　　　第8部　処置
　　　　第1節　処置料
　　　　　I011-2-3　歯周病重症化予防治療

⑴～⑼　（略）
⑽　歯周病重症化予防治療を開始した日以降に実施
した区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リ
ハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に

掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション
指導管理料、歯周炎の治療において行った区分番
号I000-2に掲げる咬合調整、区分番号I010に掲げ
る歯周疾患処置、区分番号I011に掲げる歯周基本
治療、区分番号I011-3に掲げる歯周基本治療処置、
区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口
腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清
掃処置及び区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患
者口腔粘膜処置は、別に算定できない。ただし、（6）
の場合は、この限りではない。

参考　令和2年3月5日付け厚生労働省告示第57号
別表第二
　歯科診療報酬点数表
   　第2章　特掲診療料
　　　第8部　処置
　　　　第1節　処置料

I011-3　歯周基本治療処置（1口腔につき）　10点

注1　区分番号I011に掲げる歯周基本治療を行った
部位に対して、薬剤により歯周疾患の処置（区
分番号I010に掲げる歯周疾患処置を除く。）を
行った場合は、月１回に限り算定する。

注2及び注3　（略）

　本事例については、歯周病重症化予防治療を開始した日に歯周基本治療処置が算定されています。
　令和2年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第1号に、「歯周病重症化予防治療を開始した日以降に実施
した区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小
児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、歯周炎の治療において行った区分番号I000-2に掲げる咬
合調整、区分番号I010に掲げる歯周疾患処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-3に掲げ
る歯周基本治療処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる
機械的歯面清掃処置及び区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置は、別に算定できない。（略）」
と示されていますので、ご留意ください。
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　本事例については、処方箋受付2回に対し、特定薬剤管理指導加算2が2回算定されています。
　特定薬剤管理指導加算2については、薬剤服用歴管理指導料の告示注7に「月1回に限り100点を所定点数
に加算する」、同指導料の通知8⑻に「患者1人につき同一月に2回以上の情報提供を行った場合においても、
当該加算の算定は月1回のみとする。」と示されていることから、月1回の算定となりますので、ご留意ください。

特
定
薬
剤
管
理
指
導
加
算
２
の
取
扱
い
に
つ
い
て

事例❸

調剤

【告示　令和2年3月5日付け厚生労働省告示第57号】
別表第三
　調剤報酬点数表
　　第2節　薬学管理料
　　　区分１０　薬剤服用歴管理指導料

注１～注6　略
注７　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患
者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治
療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管

　理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得
て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に
関し、電話等により、その服用状況、副作用の有
無等について患者に確認し、保険医療機関に必要
な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤
管理指導加算２として、月１回に限り100点を所
定点数に加算する。この場合において、区分番号
１５の５に掲げる服薬情報等提供料は算定できな
い。

注８～注１３　略

【通知　令和2年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第1号】
別添3
　調剤報酬点数表に関する事項
   　〈薬学管理料〉

区分１０　薬剤服用歴管理指導料

８　特定薬剤管理指導加算2
（8）　患者１人につき同一月に２回以上の情報提供

を行った場合においても、当該加算の算定は月
１回のみとする。

　特定薬剤管理指導加算２については、令和2年3月5日付け厚生労働省告示第57号及び同日付け厚生労働省通知保
医発0305第1号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において、次のとおり示されて
います。
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食
事
中
に
「
痛
っ
」
‼　

誰
で
も
一
度
は
経

験
し
た
こ
と
の
あ
る
口
内
炎
。
小
さ
な
病
変
の

わ
り
に
、
食
事
の
際
や
唾
液
を
飲
み
込
む
と
き

に
、
そ
の
部
分
に
触
れ
る
こ
と
で
痛
み
を
強
く

感
じ
、
数
日
以
上
地
味
に
何
を
し
て
も
痛
み
が

続
く
こ
と
か
ら
切
な
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
よ

ね
。

　

今
回
は
そ
ん
な
口
内
炎
の
お
話
で
す
。

　　
「
口
内
炎
」
は
、
口
の
中
の
粘
膜
に
で
き
る

炎
症
病
変
の
総
称
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
口
内

炎
の
名
が
付
く
疾
患
（
傷
病
名
）
は
25
以
上
に

も
及
び
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
口
内
炎
を
語
る
う
え
で
よ
く

耳
に
す
る
の
が
「
ア
フ
タ
」
で
す
。「
ア
フ
タ
」

と
は
粘
膜
表
面
に
で
き
る
、
数
ミ
リ
か
ら
１
セ

ン
チ
ま
で
の
大
き
さ
の
円
形
か
ら
楕
円
形
の
境

界
明
瞭
な
粘
膜
潰
瘍
で
、
表
面
は
白
色
様
を
呈

し
、
好
発
部
位
は
口
唇
粘
膜
、
頬
粘
膜
、
舌
辺

縁
な
ど
で
す
が
咽
頭
部
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　

通
常
、
私
た
ち
が
「
口
内
炎
」
と
呼
ぶ
炎
症

の
多
く
が
周
囲
に
粘
膜
炎
を
形
成
し
て
い
る

「
ア
フ
タ
性
口
内
炎
」
と
な
り
ま
す
。

　　

主
な
原
因
と
し
て
は
、
誤
っ
て
噛
ん
で
し
ま
っ

た
傷
（
咬
傷
）、
歯
ブ
ラ
シ
等
で
作
っ
た
粘
膜
の

傷
、
不
適
合
義
歯
や
矯
正
装
置
等
に
よ
る
粘
膜

接
触
で
生
じ
た
傷
、
歯
列
不
正
や
虫
歯
、
適
合

の
悪
い
か
ぶ
せ
物
等
に
よ
る
歯
の
と
ん
が
り
で

生
じ
た
傷
、
や
け
ど
や
外
傷
、
ニ
コ
チ
ン
刺
激

等
が
引
き
金
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
疲
労
、
睡

眠
不
足
等
の
生
活
習
慣
の
乱
れ
、
代
謝
、
栄
養

障
害
等
に
よ
る
免
疫
力
の
低
下
、
ア
レ
ル
ギ
ー

や
ウ
イ
ル
ス
、
カ
ビ
な
ど
に
よ
る
口
の
中
の
感

染
が
原
因
で
発
症
す
る
口
内
炎
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
加
齢
や
ス
ト
レ
ス
、
口
呼
吸
、
喫

煙
が
原
因
の
唾
液
分
泌
量
の
低
下
に
よ
っ
て

も
、
汚
れ
を
洗
い
流
し
粘
膜
の
保
護
や
修
復
を

す
る
役
目
が
不
足
す
る
こ
と
で
口
腔
内
が
清
潔

に
保
て
ず
、
口
内
炎
を
発
症
し
や
す
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

　　

ア
フ
タ
性
口
内
炎
で
あ
れ
ば
通
常
一
週
間
程

度
で
自
然
治
癒
す
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
す

が
、
原
因
の
改
善
が
見
込
め
な
い
と
悪
化
や
再

発
を
繰
り
返
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
も
「
か
か
ら
な
い
た
め
の
予
防

法
」「
か
か
っ
て
か
ら
の
対
処
法
」
に
つ
い
て
、

次
の
こ
と
を
心
が
け
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
予
防
法
」

① 

口
腔
内

　

口
の
中
の
清
潔
を
保
つ
た
め
の
ブ
ラ
ッ
シ
ン

グ
は
正
し
く
で
き
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？　

力

の
入
れ
す
ぎ
で
粘
膜
を
傷
つ
け
る
ブ
ラ
ッ
シ
ン

グ
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
治
療
の
必
要
な
虫
歯

や
合
わ
な
い
入
れ
歯
な
ど
の
装
置
は
あ
り
ま
せ

ん
か
？

② 

食
生
活

　

つ
い
つ
い
偏
っ
た
食
生
活
に
な
っ
て
い
ま
せ

ん
か
？　

栄
養
不
足
で
発
生
す
る
口
内
炎
は
ビ

タ
ミ
ン
Ｂ
２
、
Ｂ
６
、
Ｃ
が
不
足
し
て
い
る
と

発
症
し
や
す
か
っ
た
り
、
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
が
不
足

し
て
い
る
と
治
癒
し
に
く

く
な
り
ま
す
。

　

ビ
タ
ミ
ン
を
補
う
に
は

 

・
粘
膜
の
維
持
等
に
ビ
タ

　

ミ
ン
Ｂ
２
を
含
む
卵

 

・
免
疫
機
能
の
維
持
等
に

ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
６
を
含
む
赤
身
魚

 

・
コ
ラ
ー
ゲ
ン
の
生
成
に
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
を
含
む

く
だ
も
の

　

こ
れ
ら
の
も
の
を
摂
取
す
る
よ
う
心
が
け
ま

し
ょ
う
。

③ 

そ
の
他

　

日
ご
ろ
か
ら
睡
眠
不
足
や
ス
ト
レ
ス
状
態
が

持
続
し
な
い
生
活
習
慣
を
心
が
け
、
免
疫
力
の

低
下
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

「
対
処
法
」

① 

口
腔
内

　

患
部
は
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
等
で
刺
激
せ
ず
、
洗

口
液
等
で
清
潔
に
保
ち
、
早
め
の
治
療
に
努
め

ま
し
ょ
う
。

② 

食
生
活

　

刺
激
物
の
他
、
糖
質
の
多
い
ケ
ー
キ
類
、
ア

ル
コ
ー
ル
類
等
は
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
群
を
分
解
過
程

で
消
費
す
る
の
で
、
治
っ
て
か
ら
が
お
勧
め
で

す
。

③ 

そ
の
他　

　

十
分
な
睡
眠
、
適
度
な
ス
ト
レ
ス
発
散
等
の

規
則
正
し
い
生
活
リ
ズ
ム
を
心
が
け
、
喫
煙
は

ニ
コ
チ
ン
刺
激
等
を
踏
ま
え
治
る
ま
で
は
控
え

ま
し
ょ
う
。

　　

治
り
に
く
い
場
合
や
再
発
を
繰
り
返
す
場
合

は
違
う
病
気
も
疑
わ
れ
ま
す
の
で
、
長
期
に
様

子
を
見
ず
に
早
め
に
医
療
機
関
を
受
診
し
ま

し
ょ
う
。

口内炎
～予防法と対処法～

知っておきたい
病気の豆知識
連載136 回

医学の
はなし

大野歯科医院
（神奈川県）
院長

大野　晋

アフタ性口内炎
鶴見大学歯学部提供

義歯原因の口内炎

日
常
生
活
で
の
予
防
・
対
処
法

口
内
炎
の
原
因

口
内
炎
と
は

も
し
か
し
た
ら
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医
療
機
関
で
は
カ
ル
テ
や
レ
セ
プ
ト
を
は
じ
め

会
計
な
ど
の
業
務
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
し
で
は
成

り
立
た
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
も

人
間
と
同
じ
で
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
る
こ
と
が
あ

り
、
感
染
し
た
と
き
は
、
悪
意
を
持
っ
た
何
者
か

に
よ
る
遠
隔
操
作
が
可
能
に
な
り
、
迷
惑
メ
ー
ル

を
送
り
続
け
た
り
、
フ
ァ
イ
ル
を
盗
ん
だ
り
、
パ

ソ
コ
ン
の
中
に
あ
る
フ
ァ
イ
ル
を
勝
手
に
暗
号
化

し
戻
す
た
め
の
身
代
金
を
要
求
（
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ

ア
攻
撃
）
し
た
り
、
身
代
金
の
要
求
に
応
じ
な
い

場
合
は
フ
ァ
イ
ル
を
公
開
さ
れ
た
り
し
ま
す
。
さ

ら
に
感
染
を
拡
大
さ
せ
る
活
動
を
行
っ
て
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
直
接
接
続
さ
れ
て
い
な
い
パ
ソ
コ

ン
や
医
療
機
器
に
も
感
染
を
拡
大
さ
せ
ま
す
。

●
救
命
処
置
が
遅
れ
死
亡
事
例
も
発
生

　

最
近
の
事
例
（
２
０
２
０
年
９
月
）
で
は
初

の
死
亡
事
例
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
の

デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
大
学
病
院
で
は
ラ
ン
サ
ム

ウ
ェ
ア
攻
撃
に
よ
り
、
病
院
内
の
サ
ー
バ
30
台
が

暗
号
化
さ
れ
、
電
子
カ
ル
テ
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
で

き
な
く
な
り
、
オ
ペ
が
延
期
さ
れ
患
者
を
別
の
病

院
に
搬
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と

で
、
救
命
処
置
が
遅
れ
患
者
が
死
亡
し
ま
し
た
。

ほ
か
に
も
救
命
医
療
か
ら
登
録
解
除
さ
れ
た
入
院

患
者
を
含
む
多
く
の
患
者
が
診
療
を
受
け
ら
れ
な

い
な
ど
の
影
響
が
出
ま
し
た
。
原
因
は
シ
ン
ク
ラ

イ
ア
ン
ト
の
脆
弱
性
で
６
か
月
前
に
修
正
パ
ッ
チ

が
出
て
い
ま
し
た
。
米
国
の
医
療
グ
ル
ー
プ
企
業

Ｕ
Ｈ
Ｓ
で
も
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
の
大
規
模
な
感
染

が
９
月
末
に
あ
り
、
そ
の
影
響
で
死
者
４
名
を
出

し
た
と
い
わ
れ
、
ペ
ン
と
紙
で
の
業
務
に
戻
し
、

病院がコンピュータウイルスに感染すると
どうなるのか

よくわかる
情報セキュリティ

社会保険診療報酬支払基金 
情報セキュリティ責任者　
日本ハッカー協会代表理事

杉浦 隆幸 1

完
全
復
旧
ま
で
２
週
間
か
か
り
ま
し
た
。

●
支
払
基
金
に
送
付
さ
れ
た
レ
セ
プ
ト
の

　

光
学
メ
デ
ィ
ア
の
感
染
例
も

　

影
響
が
大
き
く
な
る
の
が
病
院
の
機
能
停
止
に

直
結
す
る
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
暗
号
化
し
シ
ス
テ
ム
を
動
か
な
く
さ
せ
る
と

い
う
タ
イ
プ
の
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
に
感
染
す
る

ケ
ー
ス
で
、
多
数
の
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
ま

す
。
大
き
な
病
院
や
救
急
医
療
を
行
う
と
こ
ろ
で

は
、
業
務
停
止
は
影
響
が
大
き
く
生
死
に
か
か
わ

る
事
件
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
手
の
事
件
は
海
外
の
方
が
先
行
し
て
い
ま

す
が
、
こ
こ
数
年
で
多
く
の
医
療
機
関
が
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
イ
ル
ス
の
被
害
に
あ
っ
て
い
ま

す
。
支
払
基
金
に
送
付
さ
れ
た
レ
セ
プ
ト
の
光
学

メ
デ
ィ
ア
に
感
染
し
て
い
た
例
も
あ
り
ま
し
た
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
あ
れ
ば
毎
週
必
ず
攻
撃
さ
れ
、

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
あ
れ
ば
ど
こ
か
か
ら
漏
洩
し

偽
サ
イ
ト
へ
の
誘
導
や
ウ
イ
ル
ス
付
き
メ
ー
ル
が

た
く
さ
ん
来
ま
す
。
リ
ス
ク
は
常
に
あ
り
ま
す

が
、
運
よ
く
被
害
に
あ
っ
て
い
な
い
か
被
害
に
気

付
い
て
い
な
い
だ
け
な
の
で
す
。

●
ウ
イ
ル
ス
対
策
ソ
フ
ト
が

　

有
効
で
な
い
こ
と
が
多
い

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
イ
ル
ス
を
作
成
す
る
人
は
、

か
な
ら
ず
ウ
イ
ル
ス
対
策
ソ
フ
ト
で
検
出
さ
れ
な

い
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
ウ
イ
ル
ス
を
利
用
す
る

た
め
、
初
め
の
１
０
０
件
程
度
で
は
検
出
が
で
き

ず
、
も
の
に
よ
っ
て
は
し
ば
ら
く
検
出
で
き
な
い

期
間
が
続
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ウ
イ
ル
ス
対
策

ソ
フ
ト
を
入
れ
て
お
け
ば
よ
い
と
い
う
よ
う
な
単

純
な
対
策
で
は
有
効
で
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

　

復
旧
方
法
は
、
大
き
な
組
織
で
は
原
因
を
究
明

し
不
正
な
動
作
を
行
っ
て
い
る
ウ
イ
ル
ス
を
特
定

し
排
除
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
が
、
想
定
外
に
高

額
な
費
用
が
掛
か
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、
小
規
模
の
事
業
者
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
や

メ
ー
ル
の
情
報
な
ど
を
初
期
化
し
て
利
用
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
当
然
な
が
ら
一
部
も
し
く
は
全

部
の
情
報
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
覚
悟

が
必
要
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
知
る
と
、
自
分
の
と
こ
ろ

は
ど
う
か
と
調
べ
た
く
な
る
方
も
い
る
と
思
い
ま

す
が
、
シ
ス
テ
ム
担
当
者
に
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

の
質
問
を
す
る
と
、「
閉
域
な
の
で
（
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
い
な
い
の
で
）
大
丈
夫
」、

「
ベ
ン
ダ
ー
に
確
認
し
た
が
３
省
３
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
※
に
準
拠
し
て
い
る
の
で
安
全
」
な
ど
と
答
え

る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
中
に
は
「
Ｓ
Ｓ
Ｌ
で

暗
号
化
し
て
い
る
か
ら
安
全
」
と
回
答
す
る
場
合

す
ら
あ
り
ま
す
。
実
際
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
は
や
ら

れ
る
か
や
ら
れ
な
い
か
、
脆
弱
性
が
そ
の
ま
ま

か
修
正
さ
れ
て
い
る
か

の
ど
ち
ら
か
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
ん
な
こ
と

は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の

専
門
家
で
も
判
断
し
き

れ
な
い
こ
と
で
す
。

※
　
厚
生
労
働
省
、
経
済
産

業
省
、
総
務
省
が
策
定
し

た
医
療
情
報
を
電
子
的
に

取
り
扱
う
際
の
安
全
管
理

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

Ryukランサムウェアの感染時に出るＷｅｂページ
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おたずねに
答えて

このＱ＆Ａは、支払基金に寄せられた「お問い合わせ」の中から紹介しています。

AQ

　記載要領では、「月の途中において保険者番号又は本人・家族等の種別の変更があっ
た場合は、保険者番号ごとに、それぞれ別の明細書を作成すること。」とされているこ
とから、レセプトは保険者番号ごとにそれぞれ作成願います。なお、変更後のレセプ
トの「摘要」欄にその旨の記載が必要となります。

参考
　通知（令和2年3月27日　保医発0327第1号）
　Ⅱ　診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領
　　第３　診療報酬明細書の記載要領（様式第２）
　　　１　診療報酬明細書の記載要領に関する一般的事項

（６）　月の途中において保険者番号又は本人・家族等の種別の変更があった
場合は、保険者番号ごとに、それぞれ別の明細書を作成すること。高齢受
給者証又は後期高齢者の被保険者証が月の途中に発行されること等により
給付額を調整する必要がある場合又は公費負担医療単独の場合において公
費負担者番号若しくは公費負担医療の受給者番号の変更があった場合も、
同様とすること。なお、それぞれ別の明細書を作成する場合は、変更後の
明細書の「摘要」欄にその旨を記載すること。

診療報酬
請求関係 Q1 月の途中で被保険者証の「保険者番号」や「本人・家族等の種別」が

変更となった場合、レセプト作成はどのようにしたらよいのでしょうか。

A1

　記載要領では、「月の途中において、記号若しくは番号を変更した場合又は任意継続
に変更した場合（給付割合に変更がない場合に限る。）は、変更後の記号又は番号を記
載すること。」とされていることから、レセプトは新しい記号・番号で作成願います。

参考
通知（令和2年3月27日　保医発0327第1号）
Ⅱ　診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領
　 第３　診療報酬明細書の記載要領（様式第２）
　　２　診療報酬明細書の記載要領に関する事項
　　　（７）　「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄について

ウ　被保険者が、月の途中において、記号若しくは番号を変更した場合
又は任意継続に変更した場合（給付割合に変更がない場合に限る。）は、
変更後の記号又は番号を記載すること。

Q2 月の途中で被保険者証の「記号・番号」が変更となった場合、レセプト
作成はどのようにしたらよいのでしょうか。

A2
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　１枚のレセプトにおいて、変更前の公費負担者番号及び受給者番号を第１公費、変

更後の公費負担者番号及び受給者番号を第２公費として記載し作成願います。なお、

公費単独の場合は、レセプトを２枚に分けて作成願います。

参考

通知（令和2年3月27日　保医発0327第1号）

Ⅱ　診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

　第３　診療報酬明細書の記載要領（様式第２）

　２　診療報酬明細書の記載要領に関する事項

　（８）　「公費負担者番号①」欄及び「公費負担者番号②」欄について

ウ　保険者番号の変更はないが、同種の公費負担医療で住所変更により

月の途中において公費負担者番号の変更があった場合は、変更前の公

費負担医療に係る分を第１公費とし、変更後の公費負担医療に係る分

を第２公費として取り扱うものとすること。

Q3 医療保険と公費負担の併用の患者さんが月の途中に引っ越し等で公費負
担者番号と受給者番号が変更になりました。医療保険は変更になっていま
せんが、レセプト作成はどのようにしたらよいのでしょうか。

A3
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　交付から４日を過ぎた処方箋は使用できません。ただし、医師又は薬剤師等が必要

と認めた特殊な理由がある場合、または、薬の長期保存が困難などの理由により分割

して調剤する必要がある場合には、発行日から４日を過ぎても使用できる場合があり

ます。

参考

通知（令和2年3月5日　保医発0305第1号）

調剤報酬点数表の解釈

<通則>

　（保険薬局の分割調剤について）

　保険薬剤師は、医師の分割指示に係る処方箋又は投与日数が長期間にわたる処方

箋によって調剤を行う場合であって、処方薬の長期保存の困難その他の理由によっ

て分割して調剤する必要がある場合には、分割調剤を行う。

Q6 発行日から４日を過ぎた処方箋は使用できないのでしょうか。

A6

　医療機関届に押印する印鑑は、届出者を医療法人の代表者としていることから、医
療法人の代表者としての理事長印となります。

Q5 医療法人の場合、開設者変更に伴い提出する医療機関届の印鑑は、代
表者の個人印でよいのか教えてほしい。

A5

　記載要領では、「同月中に保険種別等の変更があった場合には、その変更があった日

を診療開始日として記載し、「摘要」欄にその旨を記載すること。」とされていること

から、レセプトは保険種別等の変更があった日を診療開始日として記載し作成願いま

す。なお、変更後のレセプトの「摘要」欄にその旨の記載が必要となります。

参考

通知（令和2年3月27日　保医発0327第1号）

Ⅱ　診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

　 第３　診療報酬明細書の記載要領（様式第２）

　　２　診療報酬明細書の記載要領に関する事項

　　　（16）　「診療開始日」欄について

イ　同月中に保険種別等の変更があった場合には、その変更があった日

を診療開始日として記載し、「摘要」欄にその旨を記載すること。

Q4 月の途中で加入している保険種別が変更となった場合、「診療開始日」の
記載はどのようにしたらよいのでしょうか。

A4
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　支払基金では、患者さんの資格情報を保有していません。患者さんご本人に加入状
況等をご確認願います。

Q7 患者さんのレセプトが資格喪失後の受診のため「該当者なし」で返戻され
ました。資格喪失等について確認したいのですが、支払基金に照会したら
教えてもらえますか。

A7

　支払基金メールマガジンの配信については、登録いただいた基本情報（保険者、医

療機関等の区分）に基づき、配信する情報の内容によって送信先を選択して配信して

います。また、保険者並びに医療機関等が共通して必要とする厚生労働省からの診療

報酬関係の通知等の情報については、どちらにも配信しているところです。

　なお、保険者の方に医療機関向けの情報が配信される場合は、基本情報（保険者、

医療機関等の区分）の登録を確認していただき、登録誤りの場合は、お手数ですが改

めて登録願います。

Q1 メールマガジンで配信される内容が、医療機関向けの情報となっているが、
保険者向けの情報のみとならないか。（保険者からの質問）

A1

支払基金
メールマガジン
関　係

　配信されているメールマガジンの下部に「登録内容の変更」のＵＲＬがありますの

で、アクセス後メッセージに従って登録内容の変更をお願いします。なお、変更でき

る登録内容は、登録者（担当者）名、電話番号、所在地などです。

Q2 登録内容（メールアドレス以外）を変更したい場合はどうしたらよいか。

A2

　「登録内容の変更」でメールアドレスを変更することはできません。新しいメールア

ドレスでの新規登録をお願いします。なお、既に登録されているメールアドレスは、

メールマガジン下部の「配信停止」のＵＲＬから解除処理をしてください。

Q3 メールアドレスを変更したい場合はどうしたらよいか。

A3

　再審査等請求書により取下げ依頼をしていただき、支払基金が保険者よりレセプト
を取寄せます。保険者からレセプトが返戻された後、訂正のうえ、支払基金へ再請求
していただくようお願いします。

Q8 前月に請求した社保単独レセプトが、公費との併用であることが判明した場
合、どのように対応したらよいのでしょうか。

A8

　トップページ → 様式集 → 医療機関・薬局の方 → 5.再審査

月刊基金 November 202025



　

健
保
連
は
９
月
４
日
、「
令
和
元
年

度
高
額
レ
セ
プ
ト
上
位
の
概
要
」
を
発

表
し
た
。
１
か
月
の
医
療
費
が
１
千
万

円
以
上
の
件
数
は
、
前
年
度
よ
り
１
２

３
件
（
16
・
９
％
）
増
の
８
５
１
件
で
、

初
め
て
８
０
０
件
を
超
え
た
。

　

内
訳
は
、
１
千
万
円
以
上
２
千
万
円

未
満
が
７
６
８
件
（
前
年
度
比
１
２
２

件
、
18
・
９
％
増
）、
２
千
万
円
以
上
が

83
件
（
同
１
件
、
１
・
２
％
増
）。

　

全
国
医
学
部
長
病
院
長
会
議
は
９
月

場
合
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
大
き
く

見
積
も
っ
た
想
定
で
は
、
２
０
２
１
年

度
に
は
単
年
度
収
支
差
が
９
０
０
億
円

の
赤
字
に
。
２
０
２
５
年
度
に
は
６
２

０
０
億
円
の
赤
字
に
膨
ら
む
見
込
み
で

あ
る
。

　

菅
内
閣
が
９
月
16
日
に
発
足
し
、
厚

生
労
働
大
臣
に
自
民
党
政
務
調
査
会
会

長
代
理
の
田
村
憲
久
氏
が
就
任
し
た
。

働
き
方
改
革
担
当
大
臣
を
兼
務
。
田
村

氏
は
平
成
24
年
12
月
か
ら
26
年
９
月
ま

で
第
２
次
安
倍
内
閣
に
お
い
て
厚
労
相

を
務
め
て
お
り
、
再
登
板
と
な
る
。

　

厚
労
省
は
、
昨
年
７
月
１
日
現
在

の
「
主
な
選
定
療
養
に
係
る
状
況
」
を

９
月
16
日
の
中
医
協
総
会
に
提
出
し
た
。

差
額
ベ
ッ
ド
（
特
別
の
療
養
環
境
の
提

供
に
係
る
病
床
）
数
は
１
３
０
万
１
５

９
２
床
で
、
前
年
と
比
べ
４
６
６
７
床

減
少
し
た
。
１
日
当
た
り
平
均
徴
収
額

（
推
計
）
は
、
１
人
室
が
８
０
１
８
円
、

２
人
室
が
３
０
４
４
円
、
３
人
室
が
２

８
１
２
円
、
４
人
室
が
２
５
６
２
円
。

２
０
０
床
以
上
の
病
院
に
お
け
る
初
診

の
徴
収
額
は
平
均
３
４
９
６
円
で
、
最

高
は
１
万
８
０
０
円
、
最
低
は
10
円
で

あ
っ
た
。

　　

政
府
は
９
月
23
日
、
デ
ジ
タ
ル
改
革

関
係
閣
僚
会
議
の
初
会
合
を
開
催
し

た
。
喫
緊
に
取
り
組
む
べ
き
事
項
と
し

て
、
①
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
パ
ス
ポ
ー
ト

た
る
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
の
更

な
る
活
用
や
、
②
コ
ロ
ナ
禍
で
臨
時
措

置
と
し
て
取
り
入
れ
た
、
テ
レ
ワ
ー
ク
、

学
校
、
医
療
な
ど
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の

定
着
・
拡
充
な
ど
が
示
さ
れ
た
。

　

日
本
歯
科
医
師
会
は
９
月
23
日
、

「
歯
科
医
療
に
関
す
る
一
般
生
活
者
意

識
調
査
」
の
結
果
を
公
表
し
た
。
コ
ロ

ナ
禍
で
の
生
活
変
化
で
は
「
運
動
量
が

減
っ
た
」
が
56
・
８
％
に
上
っ
た
。
コ

ロ
ナ
禍
で
の
口
ま
わ
り
に
関
わ
る
変
化

10
日
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
お
け
る
重
症
症
例
に
対
す
る
治
療

実
態
調
査
結
果
」
を
公
表
し
た
。
全
国

の
82
の
大
学
病
院
に
お
い
て
７
月
末
ま

で
に
治
療
し
た
４
８
７
の
重
症
症
例
の

う
ち
死
亡
症
例
は
98
例
で
、
割
合
は

20
・
１
％
と
約
２
割
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。

　

日
本
総
合
健
診
医
学
会
と
全
国
労
働

衛
生
団
体
連
合
会
は
９
月
14
日
、
新
型

コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
に
よ
る
健
診
受
診
者

の
動
向
と
健
診
機
関
へ
の
影
響
の
実
態

調
査
結
果
を
公
表
し
た
。
本
年
１
月
〜

９
月
期
の
健
康
診
断
受
診
者
数
は
約 

１

４
０
０
万
人
で
、
前
年
同
期
の
約
２
１

０
０
万
人
と
比
較
し
て
約
７
０
０
万
人

減
少
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

協
会
け
ん
ぽ
は
、
今
後
５
年
間
の
収

支
見
通
し
（
令
和
２
年
９
月
試
算
）
を

９
月
15
日
の
運
営
委
員
会
に
提
出
し
た
。

現
在
の
保
険
料
率
10
％
を
据
え
置
い
た

MONTHLY
N O T E

マンスリーノート

医療保険等の動き

  9       10
September October

１
か
月
１
千
万
円
以
上
が

初
め
て
８
０
０
件
超
え
る

9
月
4
日

【
高
額
レ
セ
プ
ト
】

新
型
コ
ロ
ナ
重
症
者
の
う
ち

死
亡
は
約
２
割　
大
学
病
院
調
査

9
月

10
日

【
新
型
コ
ロ
ナ
】

協
会
け
ん
ぽ
が
今
後
５
年
間
の

収
支
見
通
し
を
提
出

9
月

15
日

【
医
療
保
険
】

医
療
な
ど
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の

定
着
・
拡
充
を
喫
緊
に
取
り
組
む

9
月

23
日

【
デ
ジ
タ
ル
改
革
】

菅
新
内
閣
が
発
足
し

厚
労
相
に
田
村
憲
久
氏

9
月

16
日

【
新
内
閣
】

差
額
ベ
ッ
ド
数
は

４
６
６
７
床
減
少

【
診
療
報
酬
】

9
月

16
日

１
～
９
月
期
の
健
診
受
診
者

約
７
０
０
万
人
減
少

9
月

14
日

【
健
診
】

コ
ロ
ナ
禍
で
運
動
量
減
少
57
％
、

会
話
が
減
少
61
％

9
月

23
日
【
歯
科
医
師
会
調
査
】
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第
２
回
会
合
で
、
支
払
基
金
と
国
保
中

央
会
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
た
。

支
払
基
金
の
神
田
理
事
長
は
、
審
査
事

務
集
約
化
に
向
け
た
取
組
と
今
後
の
課

題
を
説
明
。
来
年
９
月
に
稼
働
予
定
の

審
査
支
払
新
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
は
、

①
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
レ
セ
プ
ト
の
振
分

機
能
や
②
支
部
間
差
異
解
消
に
向
け
た

自
動
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
機
能
を
導
入
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

厚
労
省
は
10
月
９
日
、「
病
院
報
告

（
令
和
２
年
６
月
分
概
数
）」
を
公
表

し
た
。
一
般
病
床
の
前
月
比
を
み
る

と
、
①
１
日
平
均
在
院
患
者
数
は
３
万

１
１
３
５
人
（
５
・
４
％
）
増
加
し
60

万
６
４
４
２
人
、
②
月
末
病
床
利
用
率

は
５
・
７
％
増
加
し
68
・
６
％
、
③
平

均
在
院
日
数
は
２
・
６
日
減
少
し
16
・

２
日
で
あ
っ
た
。
ま
た
病
院
の
外
来
患

者
数
は
24
万
９
６
８
９
人
（
26
・
２
％
）

増
加
し
１
２
０
万
２
４
１
８
人
。

　

感
染
症
病
床
の
①
１
日
平
均
在
院
患

者
数
は
２
３
８
人
減
少
し
１
７
６
人
、

②
月
末
病
床
利
用
率
は
１
・
５
％
増
加

し
15
・
３
％
、
③
平
均
在
院
日
数
は

４
・
７
日
減
少
し
６
・
１
日
で
あ
っ
た
。

重
症
で
あ
る
者
等
の
医
学
的
に
入
院
治

療
が
必
要
な
者
な
ど
に
限
定
す
る
。
こ

れ
を
受
け
て
厚
労
省
は
10
月
１
日
か
ら

３
日
ま
で
関
連
の
政
省
令
改
正
に
つ
い

て
意
見
募
集
を
実
施
。
政
令
改
正
は
同

９
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
。

　

支
払
基
金
は
10
月
１
日
、
本
年
７
月

診
療
分
の
確
定
件
数
・
確
定
金
額
を
公

表
し
た
。
確
定
件
数
は
総
計
８
６
８
２ 

万
件
で
対
前
年
同
月
伸
び
率
は
▲
11
・

９
％（
医
療
保
険
分
▲
11
・
５
％
、
各
法

分
▲
13
・
７
％
）
と
な
り
、
減
少
幅
は

前
月
の
▲
13
・
６
％
か
ら
さ
ら
に
縮
小

し
た
。
一
方
、
確
定
金
額
は
総
計
１
兆

６
１
７
億
円
で
同
▲
５
・
２
％
（
医
療

保
険
分
▲
５
・
５
％
、
各
法
分
▲
３
・

９
％
）
と
な
り
、
前
月
の
▲
３
・
９
％

か
ら
や
や
拡
大
し
た
。

　

政
府
の
規
制
改
革
推
進
会
議
は
10
月

７
日
に
議
長
・
座
長
会
合
を
開
き
、
当

面
の
審
議
事
項
を
ま
と
め
た
。

で
は
「
マ
ス
ク
を
使
う
た
め
口
元
を
見

せ
る
こ
と
が
減
っ
た
」
82
・
２
％
、「
人

と
話
す
こ
と
が
減
っ
た
」
61
・
４
％
、

「
大
声
で
笑
う
こ
と
が
減
っ
た
」
48
・

２
％
な
ど
で
あ
っ
た
。

　

厚
労
省
の
医
療
情
報
の
提
供
内
容
等

の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
は
９
月
24

日
、
医
療
機
能
情
報
提
供
制
度
の
報
告

項
目
を
改
正
し
、
外
国
人
患
者
受
け
入

れ
体
制
や
施
設
内
に
お
け
る
全
面
禁
煙

の
実
施
な
ど
の
追
加
項
目
を
了
承
し
た
。

医
療
広
告
規
制
を
見
直
し
、
特
定
行
為

研
修
を
修
了
し
た
看
護
師
の
業
務
内
容

を
広
告
で
き
る
こ
と
も
了
承
し
た
。

　

厚
生
科
学
審
議
会
感
染
症
部
会
は

９
月
25
日
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
関
す
る
感
染
症
法
の
運
用
を
見

直
し
、
入
院
措
置
を
重
症
者
等
に
限
定

す
る
方
針
を
了
承
し
た
。
具
体
的
に
は
、

①
高
齢
者
や
基
礎
疾
患
を
有
す
る
等
の

重
症
化
リ
ス
ク
の
あ
る
者
や
、
②
現
に

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
時
限
的
措

置
と
し
て
実
施
し
て
い
る
オ
ン
ラ
イ
ン

診
療
・
服
薬
指
導
、
オ
ン
ラ
イ
ン
教
育

に
つ
い
て
は
「
デ
ジ
タ
ル
時
代
に
合
致

し
た
制
度
と
し
て
、
恒
久
化
を
行
う
」

と
し
て
い
る
。

　

日
本
医
師
会
は
10
月
７
日
、「
オ
ン

ラ
イ
ン
健
康
相
談
に
つ
い
て
日
本
医
師

会
の
提
案
」
を
発
表
し
た
。
①
国
と
し

て
オ
ン
ラ
イ
ン
健
康
相
談
の
定
義
の
明

確
化
、
②
省
庁
横
断
的
な
指
針
の
作
成
、

③
業
界
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
、
④
利

用
者
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
、
⑤
本
人
認

証
の
徹
底
等
シ
ス
テ
ム
面
で
の
整
備
が

急
務
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

医
師
以
外
の
者
に
よ
る
相
談
業
務
の

名
称
に
つ
い
て
は
「
健
康
相
談
」
で
は

な
く
「
オ
ン
ラ
イ
ン
生
活
相
談
（
仮
）」

等
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

　

厚
労
省
の
「
審
査
支
払
機
能
の
在
り

方
に
関
す
る
検
討
会
」
は
10
月
９
日
の

７
月
診
療
分
の
確
定
件
数
の

伸
び
率
は
▲
11・９
％
に
縮
小

10
月
1
日

【
医
療
保
険
】

入
院
措
置
は
重
症
者
等
に
限
定

厚
労
省
部
会
が
方
針
了
承

9
月

25
日

【
新
型
コ
ロ
ナ
】

医
療
機
能
情
報
提
供
制
度
の

報
告
項
目
の
改
正
な
ど
了
承

9
月

24
日

【
医
療
】

時
限
的
措
置
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
・

服
薬
指
導
を
恒
久
化
す
る

10
月
7
日

【
規
制
改
革
】

６
月
末
の
一
般
病
床
の

病
床
利
用
率
は
５
・
７
％
増
加

10
月
9
日

【
病
院
】

日
医
が
定
義
の
明
確
化
や

省
庁
横
断
的
な
指
針
作
成
を
要
請

10
月
7
日
【
オ
ン
ラ
イ
ン
健
康
相
談
】

審
査
支
払
機
能
の
在
り
方
検
討
会
が

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施

10
月
9
日

【
医
療
保
険
】
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高額療養費制度のしくみ
高額療養費制度

　高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月（月の初めから終わりまで）で自己負担限
度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
　自己負担限度額は、年齢や所得に応じて患者が支払う上限が定められており、多数回該当※等さらに負担を軽
減するしくみがあります。
※　多数回該当：直近12か月間に高額療養費の支給を受けた月数が3月以上ある場合、4月目以降、自己負担限度額が減額される。

高額療養費算定基準額
　高額療養費算定基準額は、患者の自己負
担限度額であり、健康保険法施行令の第
42条に定められております。（表）
　同一医療機関等での同一月の窓口負担が
自己負担限度額を超える場合は、患者が高
額療養費を事後申請して受給する償還払い
と限度額適用認定証等を医療機関等の窓口
で提示し、自己負担限度額までを窓口負担
として支払う現物給付があります。

区分 所得区分 高額療養費算定基準額（自己負担限度額）

70
歳
未
満

入
院
・
外
来

標準報酬月額83万円以上 252,600円+（医療費－842,000円）×1％（多数回該当　140,100円）
標準報酬月額53万～ 79万円 167,400円+（医療費－558,000円）×1％（多数回該当　93,000円）
標準報酬月額28万～ 50万円   80,100円+（医療費－267,000円）×1％（多数回該当　44,400円）
標準報酬月額26万円以下   57,600円（多数回該当　44,400円）
低所得者（住民税非課税者）   35,400円（多数回該当　24,600円）

高額長期疾病
「長」※

標準報酬月額53万円以上   20,000円
上記以外   10,000円

高
齢
受
給
者

入
院

現役並み所得Ⅲ 標準報酬月額83万円以上 252,600円+（医療費－842,000円）×1％（多数回該当　140,100円）
現役並み所得Ⅱ 標準報酬月額53万～ 79万円 167,400円+（医療費－558,000円）×1％（多数回該当　93,000円）
現役並み所得Ⅰ 標準報酬月額28万～ 50万円   80,100円+（医療費－267,000円）×1％（多数回該当　44,400円）
一般 標準報酬月額26万円以下   57,600円（多数回該当　44,400円）

低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯
年金収入80万～ 160万円   24,600円

低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯
年金収入80万円以下等   15,000円

外
来

現役並み所得Ⅲ 標準報酬月額83万円以上 252,600円+（医療費－842,000円）×1％ （多数回該当　140,100円）
現役並み所得Ⅱ 標準報酬月額53万～ 79万円 167,400円+（医療費－558,000円）×1％（多数回該当　93,000円）
現役並み所得Ⅰ 標準報酬月額28万～ 50万円   80,100円+（医療費－267,000円）×1％（多数回該当　44,400円）
一般 標準報酬月額26万円以下   18,000円

低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯
年金収入80万～ 160万円     8,000円

低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯
年金収入80万円以下等

高額長期疾病「長」※ －   10,000円

700,000円 300,000円

医療保険　７割 自己負担　３割

高額療養費 自己負担
限度額

212,570円 87,430円

例 総医療費が100万円（本人）
所得区分：標準報酬月額28万～ 50万円

80,100円+（1,000,000円－267,000円）×1％＝87,430円

③高額療養費の支給
　（212,570円）

③高額療養費の支払（212,570円）

②高額療養費の
　　　　　申請

※患者が保険者に申請することによって発行される。

※　高額長期疾病「長」　・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群（ＨＩＶ感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。）

②高額療養費の請求

①医療費の3割
　（300,000円）

①自己負担限度額
　（87,430円）

償還払い（事後申請） 現物給付（限度額適用認定証※がある場合）

患者 患者

医療機関
医療機関

保険者
保険者支払基金

●表

28月刊基金 November 2020



information
理事会開催状況

プレスリリース発信状況

9月  1日 　令和2年6月診療分の件数が前年同月比で13.6%減少
9月10日 　公益代表役員の公募を開始
9月28日 　第18次審査情報提供事例（歯科）として3事例を追加
9月29日 　9月定例記者会見を開催

議　題
　１　議事
　　⑴　役員の選任（案）
　　⑵　支払基金定款の一部変更 (案）
　　⑶　令和2事業年度社会保障・税番号制度会計収入支

出予算変更 (案）

　２　報告事項
　　⑴　公益代表役員選任の認可
　　⑵　令和2事業年度医療機関等情報化補助関係特別会

計収入支出予算等の一部変更の認可
　　⑶　審査関係訴訟事件

支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）新着状況（抜粋）

9月  1日 支部情報（各支部ページ）において「お知らせ」「診療報酬確定状況」「管掌別診療報酬等確定状況」を更新
  統計情報に確定状況及び収納状況（令和2年5月診療分）を追加
  統計月報（令和2年5月診療分）を掲載
9月  3日 令和2事業年度事業計画及び収入支出予算を変更
9月10日 令和元年度診療分確定状況及び令和元年度診療分統計月報を掲載
9月17日 請求関係帳票データ変換ツールの概要を掲載
9月23日 保険者との契約状況を更新
9月25日 「第27回審査に関する支部間差異解消のための歯科検討委員会」及び「第20回審査情報提供歯科検討委員会」

を開催
9月28日 審査情報提供事例（歯科）を追加
9月29日 理事会議事録を掲載
  令和2年7月審査分の審査状況を掲載

9月理事会は28日に開催され、議題は次のとおりでした。
　　⑷　第18次審査情報提供（歯科）
　　⑸　令和2年7月豪雨に伴う被災医療機関等の概算請

求に係る確定状況
　　⑹　新潟支部監事監査結果報告

 ３　支払基金改革の進捗状況

 ４　定例報告
　　⑴　令和2年7月審査分の審査状況
　　⑵　令和2年9月審査分の特別審査委員会取扱状況
　　⑶　令和2年8月理事会議事録の公表

お 知 ら せ
　毎月掲載しておりました「支払基金における審査状況」および「診療報酬等確定状況と諸率の推移」については、支払基
金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）でご覧ください。

支払基金における審査状況　トップページ → 統計情報 → 審査統計

診療報酬等確定状況と諸率の推移　トップページ → 統計情報 → 確定状況

支払基金が受託している医療費助成に係る事業内容の更新
　福島県の一部市町村が実施する医療費助成事業の審査支払事務（被用者保険分）を受託しました。
　また、宮崎県の一部市町村が実施する医療費助成事業の事業内容に変更がありました。
　なお、これまでに受託している医療費助成事業の詳細につきましては、支払基金ホームページよりご覧ください。

左の2次元バーコードから支払基金のホームページにおいて医療費助成事業について
掲載しているページをご覧いただくことができます。
また、次の手順でも同じページをご覧いただけます。

トップページ → 事業内容 → 医療費助成事業関係業務 → 支払基金が受託している医療費助成事業

支払基金ホームページ  https://www.ssk.or.jp/ 支払基金
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